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関 係 法 令

（芸賢官）
法 律

所得税法の一部を改正する 法律 （2 1 ) 4. 20 
政 令

公立義務教育諸学校の学経編制及び教職員定数
の標準に関する 法律施行令の一部を改正する 政
令 （50) 3. 30 
公立高等学校の設置 ， 遁正配置及び教職員定数
の標準等に関する 法律施行令等の一部を改正す
る政令 （51 ) 。
国立大学の大学院に置 く 研究科の 名称及び課程
を定め る 政令の一部を改正する 政令 （60) 。
文部省組織令の一部を改正する 政令 （77) 4 .  17 
義務教育費国庫負担法第 2条但書の規定に基き
教職員給与費等の国庫負担額の最高限度を定め
る 政令の一部を改正する政令 （91 ) 4. 1 8  
義務教育費国庫負担法に基 く 教材費の国庫負担
の 限度額算出の基礎 と なる 額を定め る 政令のー
部を改正する政令 （92) 。
公立養護学校整備特別措置法施行令の一部を改
正す る政令 （93) 。
所得税法施行令の一部を改正する 政令 （95) 4 .  20 

省 令
へき 地教育振興法施行規則の一部な改正する省
令 （文部 2 ) 3 .  1 8  
教科書の発行に関する臨時措置法施行規則のー
部を改正する省令 （文部 3 ) 3. 28 
日 本学術振興会の財務及び会計に関 す る 省 令
〈 文部 4 ) 3. 29 

図書館法施行規則の一部を改正す る 省令 （同 5 ) 。
国立学校設置法施行規則の一部を改正す る省令
（同 6 ) 3. 30 

大学設置基準の一部を改正す る 省令 （同7 ) 4. 1 
国立大学の学科及び課程並に講盛及び学科目に
関する省令の一部を改正する省令 （同8 ) 。
日 本育英会が特別貸与を行 う 場合の認定方法に

品LI,マー

関する省令の一部を改Eずる省令（同 9 ) 。
文部省設置法施行規則の一部を改正 す る 省 令
（同 1 1 ) 4. 17 

規 則
採用試験の一部を改正する 規則 （人事院 8 -18)

3 . 22 
俸給等の支給の一部を改正する規則 （同 9 -7 )

3. 27 
初任給 ， 昇格， 昇給等の基準の一部を改正する
規則 （同 9 - 8 ) 。
最高号俸を こ える 俸給月 額を受ける 職員の昭和
42年改正法附則第14項の規定に基く俸給月額に
関する規則 （同 9 -50) 3. 27 
職員の保健及び安全保持の一部を改正する 規則
（同1 0- 4 ） 。

隔遠地手当の一部を改正する規則 （同 9 -3 1 ) 3. 29 
職員の任免の一部を改正する 規則 （同8- 12) 4. 1 
行政職俸給表 （ー ） の 8 等級の官職等への任用
候補者名簿に よ る職員の任用に関する特例等の
一部を改正す る 規則 （同8 -13) 。
俸給表の適用範囲の一部を改正する 規則J （同 9
一 2 ） 。
指定職俸給表の適用を受ける 職員の俸給月額の
一部を改正する 規則 （同 9 -42) 。
会計検査院法施行規則等の一部を改正する 規則
〈会計検査院1 ) 。

俸給等の支給の一部を改正する規則 （人事院 9
-7 )  4 .  1 7  

訓 令
国立大学叉は国立大学の学部に置 く 分校を定め
る諺＂令の一部を改正する 訓令 （文部 3 ) 3 . 30 
国立大学の附属図書館に置 く 分館を定め る 訓令
の一部を改正する訓令 （同4 ) 。
国立大学の事務局等の部及び課に関する訓令の
一部を改正す る 訓令 （同5) 。
文部省会計事務取扱規程の一部を改正す る雷｜｜令
（同 6 ) 4 . 1 

文部省債権管理事務取扱規程の一部を改正す る
訓令 （同7 ) 。
文部省所管物品管理事務取扱規程の一部を改正
す る訓令 （同8 ) 4. 1 

告 示
大学の設置を認可した件 （文部16～ 1 8) 3. 2 
短期大学の設置を認可し た件 （同1 9～ 30) 。
大学の学部の設置を認可 し た件 （同3 1～ 36) 。
短期大学の学科の設置を認可した件 （同37～ 60)

3 .  4 
短期大学におけ る通信教育の開設を認可した件
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（同6 1 )
昭和43年科学研究費補助金奨励研究（B）の計画調
書の提出期間を定める件 （同62) 3 . 1 1  
教員養成所の 名称を変更す る旨の届出があった
件（同63） 。
技能教育のため の施設を指定した件 （同64. 65) 

3. 1 3  I 
指定技能教育施設の連携措置に係 る科目を指定 I 

したイ牛 （同66 . 6 7) 。
博物館に相当す る施設として指定した件 （同68)

3 .  1 8  
郵便法等の規定に基づ き郵便番号を 定 め る 件
（郵政1 95) 3 . 22 

郵便法等の規定に基づき 郵便番号を記載す る方
法を定め る件 （同1 96) 。
短期大学の学科の設置を認可した件 （文部69～
72) 3 . 27 
教員免許状授与の所要資格を得させるための課
程を認定した件 （同76 ・77) 4 . 1 
養護教諭養成機闘を指定した件 （同78) 。
教員養成機関を指定した件 （同79) 。
養護教諭養成機関が廃止された ので、指定の効力
が消滅した件 （同80) 。
昭和43年度における 教科書展示会の開始の時期
および期間を指示する件 （同8 1 ) 4 .  4 
大学の設置を認可した件 （同82～89 ) 。
短期大学の設置を認可した件 （同90～96) 。
技能教育のための施設を指定した件 （同97) 。
指定技能教育施設の連携措置に係る科目 を指定
した件 （同98) 。

あん摩，マッサ』ジ，指圧師，は り 師，きゅう
師，柔道整復師に関す る法律の規定に基づき学
校を認可した件 （同99) 4 .  5 
文部省共済組合運営規則の一部を改崎正す る 件
（同1 00) 4 .  5 

大学の学部の設置を認可した件 （ 1 05～1 05) 4 .  8 
短期大学の学科の設置を認可した件 （同 1 06 ～
1 08） 。
大学の 名称を変更す る旨の届け出が あ っ た 件
（同1 09 ・ 1 1 0） 。

昭和43年大学入学資格検定の施行期 日 ，場所お
よ び出願の期限を定め る件 （同1 14) 4. 1 8  
日 本育英会施行令第1 9条第 3項第7号の規定に
よ る試験所又は研究所を指定した件 （同1 15) 。
上記件の一部を改正する件 （同1 1 6) 。
社会教育調査を行な う 年度，期 日 及び調査の区
分並びに調査票及び集計表の提出期限を定めた
件 （同1 17) ィ？

大学院の設置を認可した件 （同11 8～1 2 1 ) 4. 1 9  
技能教育のための施設を指定した件 （同 124～
1 28) 4 .  23 
衛生検査技師学校の指定を取 り 消 し た 件 （同
1 29) /_, 

調科衛生士学校を指定した件 （同1 30) q 

衛生検査技師法に規定する学校を指 定 し た 件
（同1 31～1 33 ) 。

高等学校衛生看護科の指定を取 り 消した件 （同
1 34) 4. 27 
測量法に規定する大学並に短期大学又は高等専
門学校を認定した等の件 （同135) q 

大学の廃止を認可した件 （同1 36 . 1 38. 1 39) q 

大学院の廃止を認可した件〈同137 . 140) q 

短期大学の廃止を認可した件 （同1 41 . 142) q 

大学の学部の廃止を認可した件 （同143～147) q 

短期大学の学科の廃止を認可した件 （同 148 ～
152) 。

短期大学の位置変更を認可した件 （同1 53) q 

学 内 規 則

富 山 大 学金庫管守要項の制定

富山大学金庫管守要項を次の よ うに制定する。
昭和43年 3 月 30 日

富山大学長 横田嘉右衛門
富 山 大 学 金 庫 管 守 要 項

文部省会計事務取扱規程（昭和38年文部省訓令第i号）
第44条 の規定に基づき ，富山大学の金庫の管守責任者を定
め，お よび金庫の取扱いを安全かつ確実に実施する ため こ
の要項を制定す る 。

（定 義）
第 1 条 こ の要項において 「金庫」 と は，事務局経理部な

らびに文理学部，教育学部，経済学部，薬学 部，工学
部，教養部，附；闇図書館，附属学校および経営短期大学
部の会計係 （教養部，附胃図書館お よび経営短期大学部
にあっ ては総務係。 附属学校にあっ ては附属学校係） に
お く 金庫をいうも の と す る 。
（金庫の保管内容）

第 2 条 金庫には，小切手帳， 現金，有価証券，官印， 貴
重品お よ び小切手帳の原符，その他重要書類を 保 管す
る。

2 小切手帳，現金お よ び有価証券は，手提金庫に格納す
る も の と す る。
（管守責任者）

第 3 条 菅守すべ き 金庫の管守責任者を別表のとお り 指定
する。
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（ 金庫の 鍵の保 官〉 ！を次の ように改正する。

品u.守』

第 4 条 金庫の 鍵は，経理課 長 または 事務長と 管守責 任 者！ この内規中 「及 び」を 「お よび」に， 「並びにJを 「 な
が保管す る。 ｜ らびに」 に改める。
（ 官印箱の 鍵の保 管） ｜ 第 8 条を第1 0条と し，第 4 条か ら第 7条まで2条ずつ繰

第 5 条 官印 箱の 鍵は，主管の課 長 ま たは 係長が 保 管す ｜ り下げ，
る。 ！ 第 1 輩を 次の と お り 改める。
（手 提金庫の 鍵の保 管） ｜ 第 1 章 事 務 局

第 6 条 手 提金庫の 鍵は ，担 当係長お よび管 守責 任者が保 ｜ 第 1 節 庶 務 部
官する。 ｜ （ 庶務課）
（施 錠） ｜第 1条 庶務課の 所掌事務を 次の ように分掌する。

第 7 条 金庫の 鍵は，それぞれの 菅守責任者が施 錠する。 ｜ 庶 務 係
た だし ，手 提金庫の 鍵は ，それぞれの担 当係長が施 錠す ｜ (1）大学の 事務の 総括お よび連絡調整に関 すること 。
る。 ｜ 凶 儀式，会議お よび行 事に関 するこ と 。
（施 錠後の 点検） ｜ 倍、外国出 張お よび内園 出 張命令に関す るこ 之。

第 8 条 金庫の施 錠後の 点検は ， 別表の と お り 指定 する者 ｜ (4）学 術団体と の 連絡に関す ること 。
が行ない，ダイヤルを 回転さ せ るも の と す る。 I (5）大学 沿革の記録に関 するこ と 。
（職務の代行〉 I (6）休職お よび勤務時間の 管理 に関す るこ と 。

第 9 条 菅守責任者 に事故あ ると き は ，その つど部局長｜ (7） 宿 日 直に関 するこ と 。
（ 事務 局，各学部，教 養部，附属 図書 館の 長お よび経営 ｜ (8）渉外事務 に関 するこ と 。

短期大学 部の主事を いう〉 の 指定す る者がその 職務を 代｜ (9) その 他他の部，課， 係に属 し ないこ と 。
行する。 ｜ 文 書 係

附 則 I (1J公印の 管守に関 するこ と 。
1 こ の 要項は，昭和43年 4 月！日 から施行す る。 ｜ 侶） 文書の 収発，編集保 存に関 するこ と 。
2 こ の 要項の施行 により，従前の富山大学 金庫管守要項 ｜ (3）文書の 浄書に関す るこ と 。

（昭和39年 2 月 5 日制定） は ， 廃止す る。 I (4) 文書の 形式，様式その 他用 語の 統一 に関 するこ と 。
別 表 I (sJ職員の各 種証明の発行 に関 するこ と 。

金 庫管守 責 任 者等 指定表 I (6）大学要覧，学報等 に関 するこ と 。
I I 一一一一一一I I 学事調査係

部 局 等｜ 管守 責 任 者 ｜ダイヤ／レ点検者 ｜ ｜I I I I (lJ学部，学 科等の 設置， 改廃に関 するこ と 。
事 務 局 ｜ 出 納 係 長 ｜ 経 理 課 長 ｜｜ 包）学則その 他諸規則等の制定， 改廃に関す ること 。

文 理学 部｜会 計 係 長 ｜事 務 長 ｜｜ (3）指定 統計 調査等に関 するこ と 。
教 育 学 部 1 I/ I I/ I I (4）科学 研 究費の 申請に関 するとと 。
経 済 学 部1 I/ I I/ I I I I ! I (5) 杭外研究員お よび内地研 究員 に関 すること。
薬 学 部 1 I/ I I/ I I I I I I (6）学位 に関す るこ と 。
工 学 部1 I/ i I/ I I I I ! I （人 事課）教 養 部 ｜ 総務 係 長 l I/ i I ｜ ｜ ｜ ｜ 第 2 条 人 事課の 所掌事務を 次の ように分掌する。附属 図書 館1 I/ ! I/ I I 
附属 学 校 ｜附属学校 係長 ｜ 附属 学 校 長 ！ I 人 事 係

経営短期大学部｜総務 係 長 ｜ 事 務 長 i I (l）職員の任 免， 分限お よび懲戒に関 す るこ と 。
' ・ • I (2）職員の定 員に関 するこ と 。

富山大学事務介掌内規の一部改正

富山大学 事務 分掌内規の一部を 改Eす る内規を 次の よう
に制定する。

昭和 43年 3 月 3 0日
富山 大学長 横田嘉右衛門 ｜ 

富山大学 事務分掌内規の一部を 改正する ｜ 
内規 ! 

富山大学 事務 分掌内規（昭和3 9年 2 月 1 0日 制定 ）の一 部1

(3）職員の 給与 に関 するこ 左。
(4）扶養手 当お よび通勤手 当の 認定 に関 すること 。
(5）職員の等 級別定数 に関す るこ と 。
(6）職 員の 服務お よび勤務 評定 に関 するこ と 。
(7) 名誉教授の 称号 に関 すること 。
職 員 係
(1）長期給付お よび退職 手 当 に関す るこ と 。
（勾 人 事記録の作成お よび保 存に関す るこ と 。
ω）公務災害補償に関す るこ と 。
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報
（ω 職員団体に関する こ と 。
(5） 職員の研修に関す る こ と 。
(6） 職員の健康管理お よ び福祉に関 する こ と 。
(7) 職員の栄典お よび表彰に関す る こ と 。
(8) 職員の宿舎の選考に関す る こ と 。

第 2 節 経 理 部
（主計課〉

第3 条 主計課の所掌事 務を次の ように分掌する 。
総 務 係
(1) 会計事務の企画お よび連絡調整に関す る こ と 。
(2）会計の監査お よ び検査に関す る こ 左。
(3) 会計の諸規則に関する こ と 。
（ω 会計官吏の命免に関する こ と 。
(5） 債権管理のr癒指事務に関する こ と 。
(6）物品管理の総括事務に関する こ と 。
(7） 会計官吏の公印の管守に関す る こ と 。
(8）経理部の庶務に関す る こ と 。
(9）共済組合 （長期給付お よ び現金出納を除く。 ） に関

す る こ と 。
(10）診療所の運営に関する こ と 。
(11) その他他の課，係に属しない こ と 。
司 計 係
(1) 予算 （文教施設整備費，防火施設整備費お よ び災害

復旧費を除 く 。 ） の要求に関す る こ と 。
（創 予算の配分に関する こ と 。
(3）支出負担行為お よ び確認に関す る こ と 。
（必 予算関係の調査報告に関する こ と 。
(5) 予算の流用およ び繰越に関す る こ と 。
(6) 決算に関す る こ と 。
(7) その他司計事務に関す る こ と 。
管 財 係
(1) 国有財産の取得お よび処分に関する こ と 。
(2) 固有財産の維持，保存お よ び運用に関する こ と 。
(3) 公務員宿舎の設置要求お よび管理に関す る こ と 。
凶 固有財産の計算証明および諸報告に関する こ と 。
(5） 財産の寄附受納に関する こ と 。
(6) 固有財産の売払に関す る こ と 。
(7） 土地 または建物等の借入れに関す る こ と 。
(8) 防火 ， 防災に関す る こ と 。
(9) 学内の警備取締 り に関する こ と 。
側 国有財産の市町村交付金に関す る こ と 。
(11) その他管財事務に関す る こ ι。
（経理課）

第 4 条 経理課の所掌事務を次の よ う に分掌する 。
出 納 係
(1） 歳入金の徴収お よ び収納に関す る こ と 。
(2＼歳出金の支出に関す る こ と 。
(3）債権の管理に関する こ と 。

昭和43年3 月 ・4 月

(4）歳入，歳出お よ び債権の計算証明に関す る こ と 。
(5） 支出元受に関す る こ と 。
(6) 支出官の小切手振出等に関す る こ と 。
(7) 歳入歳出外現金お よび有価証券に関する こ と 。
(8) 委任経理に関するこ と 。
(9) 科学研究費補助金等の経理に関する こと 。
帥 奨学資金の出納に関する こ と 。
凶 そ の他出納事務に関す る こ と 。
給 与 係
(1）人件費の経理お よび支出負担行為に関す る こ と 。
（却 給与の支払および所得税等の控除 ， 払込に関する こ

と 。
(3）給与の前渡資金に関す る こ と 。
（ω 職員別給与簿お よび基準給与簿の 作成ならびに保管

に関する こ と 。
(5) 共済組合の現金出納に関する こ と 。
用 度 係
(1) 物件費の経理お よび支出負担行為に関す る こ と 。
(2）物品の調達お よ び役務に関す る こ と 。
(3）物品の管理に関す る と と 。
(4）物品の計算証明に関する こ と 。
(5） 歳入の原因と なる 契約 （他の部局 ， 部課の所掌に属

する も のを除 く 。 ） に関する こ と 。
(6) 科学研究費等に係る 物品の購入に関する こ と 。
(7） 物品の寄附受納に関す る こ と 。
(8）物品税等の免税申請に関する こ と 。
(9) 自動車の管理お よび運行に関す る こ と 。
(10）清掃お よび労務作業に関す る こ と 。
（ω その他用度事務に関す る こ と 。

第 3 飾 施 設 課
（施設課）

第 5 条 施設課の所掌事務を次の よ う に分掌する 。
企 画 係
(1）施設の整備計画に関す る こ と 。
（幼 文教施設整備費 ， 防火施設整備費お よび災害復旧費

の予算に関する こ と 。
(3）工事の支出負担行為に関す る こ と 。
(4） 建物お よび工作物の調査に関す る こ と 。
(5） 施設課の庶務に関する こ と 。
(6） そ の他他の係に属 し ない こ と 。
工 営 係
(1) 土木お よび建築工事の設計に関する こ と 。
(2）土木および建築工事費の積算に関する こと 。
(3) 土木お よ び建築工事の施工ならびに監督に関す る こ

と 。
(4） 土木お よ び建築工事の検査に関する こ と 。
(5）土木 ， 建築お よ び工作物の維持保全に関す る こ と。
設 備 係
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学

(1）設備工事の設計に関する こ と 。
(2）設備工事費の積算に関 す る こ と 。
(3）設備工事の施行お よび監督に関 す るこ と 。
ω設備工事の検査に関 す る こと。
(5）電気 ， ガス ， 水道 ， 電話お よび暖房設備等の維持保

全に関すること。
(6）電気 ， ガスお よび暖房設備等の安全保持に関する こ

改正する細則
富山大学物品管理事務 取 扱 細則 （昭和35年 4 月 22 日制

定 ） の 一部を次 の よう に改正する。
との規則 中「及び」 を「および」に ， 「文は」 を「 ま た

は」に ， 「若し く は」 を「もし く は」に改め る 。
第 3 条および第20条 中「事務局会計 課 長」 を「経 理 部

長」に改 め る 。
別表第 3 のi物品出納官および代理物品出納官の表 中 ，

代理物品出納官 と する官職の項 の事務局学生部欄の 「総務
係長」 を「経理課長」に改める 。

別紙第 1 号 ， 第 2 号 ， 第 9 号および第 1 3号様式を別紙の
とおり改め る 。

附 則
こ の細則は ， 昭和43年 4 月 1 日 か ら施行する 。

第 1 00 ・ 101号

と。
(7) ボイラ」 の運転管理に関する こ と。
第 6条に「 （学生課） 」 ， 第 7条に「 （厚生課） 」，第

8条に「 （各学部 ， 教養部） J ， 第 9 条 に「 （附 属 図書
館） 」 ， 第 1 0条に「 （附属学校， 附属図書館の分館お よび
図書室） 」の見出し を加え る 。

附 則
こ の 内規は ， 昭和43年 4 月 ！日か ら 施行する。

原 符 l第 号

年 月 日

品 ’h 

目 量
規 鋼 鴻 ．‘ ・

澗’E晶....
" . . .  

絡 場F

別紙第 1 号様式
富山大学職員ホール運営内規め一

部改正

富山大学職員ホ』Jレ運営内規の 一部を改正する 内規を次
の ように制定する 。

昭和43年 3 月 3 0 日

物品請求及命令書 ｜第 ” 
物品出納官 昭和 年 月 日

部局名及員 物品供用官
請 品 数

日 量
場 使用

求 格 場所
宮 摘要

!II＆係 取役4崎
｛列 純 .. 

会副綜 2宵’E晶臥骨
《Ii易保〉 2 . ー ー

出｜費 領｜返 納

受 物 品 出納官 物 品供用官 使 用 者
領 年 JJ 日 年 月 日 年 月 日

物品管理簿記級 物品出納簿記級 物品供用簿記似
並 年 ．月 日 年 月 目 年 毘 日
品市1 同｜価格 1納入｜

理 舟 矧｜細分類｜種ー 期｜記 号｜帯 号｜物品管理通知例

｜ 第 号

富山大学長 横田嘉右衛門
富山大学職員ホ』／レ運営内規の一部を改
正する 内規

富山大学職員ホ』／'V運営内規 （昭和42年1月 1 日制定）
の一部を次 の よう に改正する。

第 2 条第 2項 ， 第 4 条第 2項 ， 第 5 条第 1項お よび第 4
項 中「庶務課長」 を「人事課長」に ， 第 5 条第 2 項i:F. 「庶
務課職員係」 を「人事課職員係」 に改め る。

別紙第 1 号様式中
「 1庶務｜課長！ ｜ 1課長 ｜補佐｜係長 ｜ 係

L上」
「 ｜人事｜ ｜ 

を l課長 ｜係長 ｜ 係
｜I i i I に ，

」 ｜ ｜ ｜ ｜」
「 富 山大学庶務課長殿」 を 「富山大学庶務 部 人 事 課長

殿」に改め る。
別紙第 2 号様式中「富山大学庶務課長」 を 「富山大学庶

務部人 事課長」に改め る 。
附 則

こ の 内規は ， 昭和43年 4 月 1日か ら 施行す る。

月年

号1首

請求部局名
目吋－－品

富山大学物品管理事務取扱細則の

同一規格一単価一分

一部改正

富 山大学物品管理事務取扱細則 の一部を改正する細則 を
次 の ように制定する 。

昭和43年 3 月 3 （｝日
富 山大学長 横田嘉右衛門

富山大学物品管理事務取扱細則の一部を
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幸良 昭和43年 3 月 ・ 4 月

別紙第2号様式
昭和 年度 部局名 ｜ 物 目仁I耳1 分 類 換 伺

経理 毒草 補陳 畏佐 係
総 務長

部局長事務長
係

学長
事務 部長
局長 審理昔 護霊 係

用 度長
起 案 月 日係 長 係
決 裁 月 日

品
分 類 換 前 分 類 換 後

目 数量 単価 価 宇各
分 分 類 細分 類 種 類 分 類 細分類 種 類

類

換

の

内

廿h』

分類換を必要とす 分類換月 日 月 日
る 理 由 物品管理簿記帳 月 日

分告類知書換告知月日 月 日
番 号 第 号

別紙第 9 号様式

昭和 年 度国竺j \No. 
生産品の受入れおよび不用の決定伺

一一盟主｜ー士［ア1�：1起
出ιιU l係［］��1�

案 月 日

接
対
新

昨M

aほ～

事務長 ｜
分任物品 ＼ I管理官；I

ロロロ

（部局名） （学科名） の実験実習製品 と し て ， 実習主任教官か ら引継まに係る下記生産品を評価の上 ， 受入れ
し ， こ れを不用決定し て よろしいかお伺いし ま す。

｜ 数 量 ｜ 単 価 ｜ 価名 格 処 分 の 予 定
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第 1 00 ・ 10 1 号 学

別紙第13号様式
昭和 年度｜部局名 物 故 不 用 決 定 伺

経寝 主線長計学長｜ 部長局長 （審理署） 経課理長
分 類l細分類｜種類｜思 ｜ 塁n官 品 日

課長
織佐
用度係長

数量 単価｜価格｜蹴両 ま柵理
解体時期

R 

蓄量

日
日

Z品集

円「7マ「ニーアアア「「寸つつつ

富山大学債権管理事務取扱要項の

一部改正

富山大学債権管理事務取扱要項の一部を改正 す る 要項 を
次の よう に制定す る。

昭和43年 3 月初日
富山大学長 横田嘉右衛門

富山大学債権管理事務取扱要項 の一部を
改正す る 要項

富山大学債権管理事務 取 扱 要 項 （昭和32年 7 月 1 日 制
定〉 の一部を次 の ように改正す る。

別表第 1 の債権発生等通知 （報告 ） 義務者一覧表 中義務
者 の項 の 「会計課長」 を 「経理課長」 に ， 担当部局 の項 の
「会計課」 を「経理課」に改 め る。

は」に改め る。
第 4 条第 4 項中 「会計課」を 「主計課」に改め る。
別紙 1 の支出負担行為書起案分担表 中，担当課係の項の

「会計課用度係」 を 「 経理課用度係」に改め る。
同表 中，五，六お よび七 を次の とお り 改め，七の次に八

を加え る。
五 職員の給与，退職手当， 公 ｜ 経理課給与係警災害補償費の支出負担行為

六 本部関係の諸謝金お よび旅
費の支出負担行為書

七 奨学交付金の支出負担行為
書

八 財産の買入れ，市町村交付
金の支出負担行為書

同 上

経理課出納係

主計課管財係

別紙 2 の支出負担行為書案に添付 すべき書類一覧表 中 ，別紙第 1 号，第 2 号 ， 第 3 号 ， 第 9 号 ， 第 1 0 号，第 1 1 i ｜ 工事，製造 の項 の 1 見積書欄の第 3 項 中「 1 00 万 円 未満」
号，第 1 1号の 2 お よび第1 2号の各書式 中「 富山大学会計課 ｜｜ を「 1 50 万 円 未満j に ， 物品供給 ， そ の他の項 の 1 見積書

長」 を「富山大学経理部長」に改め る。 ｜ ｜ 欄の第 3 項 中「60 万 円 未満Jを「 1 00 万 円 未 満」 に 改 め
別紙第 9 号書式 中「事務局会計課」を「経理課」に改め i

るる。
附 則

こ の要項は ， 昭和43年 4 月 1 日 か ら 施行する。

富山大学支出負担行為等事務取扱

要項の一部改正

富山大学支出負担行為等事務取扱要項の一部を改正す る
要項を次 の よう に制定す る。

昭和43年 3 月 30 日
富山大学長 横田嘉右衛門

富山大学支出負担行為等事務取扱要項 の
一部を改正す る 要項

富山大学支出負担行為等事務取扱要項 （昭和39年 4 月 1
日 制定） の一部を次 の よう に改正 す る。

こ の要項中「及び」を「お よび」に，「文は」 を「 ま た

同表 ， 工事，製造 の項 の 8 その他の 欄 の第 1 項 中「 1 00
万 円 以上」 を 「 150 万 円 以上」に ， 物品供給，そ の他の項
の8そ の他欄の第 1 項 中 「 60 万 円 以上」 を「 150 万円以
上」に， 「 1 20 万 円 以上」を「 1 80 万 円 以上」に改め る。

様式第 1 号か ら 第 6 号 までな らびに第1 2号 ， 第 1 4号，第
15号 ， 第 1 7号お よび第22号様式を別紙 の と お り 改め ， 「様
式第 1 3号」 の次に 「様式第 1 3 号 の 2 」 を ， 「様式第 1 5号」
の次に「様式第 15号の 2 」 を加え る。

様式第 7 号の 3' 4' 5 の各項 中「富山大学事務局 課」
を「 富山大学経理部」に ， 6 の項中「富山大学事務局会計
課」を 「富山大学経理部経理課」に改 め る。

I 様式第18 号お よび第 1 8号の 1 中 「富山大 学 会 計 課」を
「 富山大学経理部経理課」 に改め る。

附 則
こ の要項は，昭和43年 4 月 1 日 か ら施行 す る。

- 8 -



報 昭和4 3年 3 月 ・ 4 月
婚式第1号〈日本棟準規格BS〕

国立学校特別会計 ｜ 文部省所管 ｜ 昭和 年度歳出 ｜
支 出 負 担 行 為 支 出

支担出負当担行官為 主課畏計 文出官

課補佐長 ｜寝室
総係務

長 総係務長

寝室 月 日 i司糸計畏
支出負担行為番号 第 号 確認の表示 確 認 支出簿 登 記 済 月 月 日
支出負担行為月日 月 日 確 認番号 第 号 開 ？っ第 号 小霊切登手丘又塗は立［湖互一革豆命 月 日
給付の完了の確認 月 日 確 認月 日 月 日 請求書受理月日 月 日 文 払 期 限 月 日

物品管理簿登済記 月 日 支
登

出負担行
記
為差引簿溶 月 日 支 払通知番号 第 号 交 括 種 別

支 出負担行為金額
F』

支 出 金 額
明

支出負担行為｜ 見 積 書 上記の金額を受領しました。

昭和 年 月 日 受 取 人 昭和 年 月 日
の相手方の

の 収 入住 所 民 名 FP � 民 名

科 目 口Cl口 名 数 量 単 価 金 額 請求部局名 備 考

項 国立学校 円

目 校 費

〈宮 山 大 学）
機式第2号（日本領準規格B 5) 

｜国立学校特別会計 ｜ 文部省所管 ｜ 昭和 年度歳出 ｜
支 出 負 担 行 為 支 出

支担
出負当担行為官 主課計長 ｜額

I事v務E
長

文出官

｜｜ 鰻緩 ［；� 課補佐
長 課補佐畏

係総務長 ｜寝室 総係務長

夏草 月 日 震基
支出負担行為番号 第 号 確認の表示 確 言E 支出簿登記済 月 白 繍助簿登記務 ： 月： 日8 司
支出負担行為月日 月 臼 確認番号 第 号 小振切 替手又書は国番庫号金 第 号 小振切替手書叉発は行園害月金日
補助簿登記済 月 日 確認月日 月 日 支払通知番号 第 号 支払通知月日

支
登
出負担行

記
為差引

済
簿 月 日 支出負担行 為金額 円支払種別 支 出 金 額

上記の金額を受領しました。

受給 者 受取人 昭和 年 月 日
住 所 の

民 名 民 名

科 日 摘 要 ｜給 与 額 ｜ 控 除
項 国 立 学 校 耳目 小振切 替手叉書は国番庫号金 小振切替 手書叉発は行国庫月金日 金 額

円
目 共済組合短期掛金 第 号 月 日

共済組合長期掛金 第 号 月 日

所 得 税 第 号 月 日

日 よE』コ 計
差 51 支 給 額

f噌司P T

 

I
 
T

 大 さ詮1
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第100・1 01号
線式!.i'l 3号（日本原機規格B 5) 

国立学校特別会計 ｜ 文 部省所管 ｜ 昭和 年度歳出｜
ー，ペ』ー 出

支担出負当担行官為 線主計長

自紛県佐長

総係務長

音係｜長計

支出負担行為替号 第

文出負担行為月日 月

支登出負担行記為差� I済簿 月

受給者

科 日
項
日

奈自 月
月

負 担 行 為

x. 出官

｜務
月 日

号
確 認 番 号 ff,

日
日

確 認 月 日 月
支行出 為負額担 lI 

船 賃
事 貨
日 当
宿 泊 料

認
号
目

支 出官 主課計長

課約佐
長

総係務長

係司計長

支 出 簿 登 記 者寺

小 切手番号
判 文 出 極 別

受取人の
氏 名

婚 後 手 当 円 移転 料 円
航 空 貨 円 食卓料 円

日開

（箆 山 大 学）
様式第4号（日本標準規終B 5) 

国立学校特別会計 ｜ 文部省所管 ｜ 昭和

支 出 負 担 行 為
支担出負当担行為官 主課長計 務経i現長 司N!6長 文Ill官 文 出 官 主課長計

課
長 用度 事補務佐長 課補佐長繍佐 係長

係総務長 係 起係！長定 総係務長

係司計長 月 日 係司計長
・号 確認．［の表示 確： 認 文仕l簿登記済

支 出負担行 為 月日 月 日 確 認 帯 号 第 号 小重切一笠手叉笠は恩査恵芝歪
給付の完了の確認 月 日 確 認 月 日 月 日 請求説受理月日

支出負担行大道引簿
登 記 済 月 日 行支 出為 負金額 担 lI r 文払itli知月日

突出負担行為
の相手方の 受 取 人

住 所 の

E号 名 氏 名

手ヰ 自 2商
項 国 立学 校一
日 校 費

山 大 学〉

- 1 0 -

支

月

第

品..... マー

出

；：��I 
支 出金額｜

上 記 の昭金和額を受
年
領しま

月
した。

日

旅 費

支 出
経課理長 事務長

係出納長 事補務修
長

寝室 係長

係 係

月 日 補 助 簿 登 記済
3嵩 号令 小振切替手書又発は行Q!ljj庫｜日金

月 日 文 払 期 限

月 日 ｜文出金額 ｜
上記の金額を交領しまし た。

昭和 年 !! 日

要 金

月 日

月 日
ド

額
同

月 日
月 日

月 日
1q 

額
同l

引三



報 昭和43年 3 月 ・4 月

機式第5号

競 争 入 キL 決 議 書
事務局長 経理部長 主計課長 課長補佐 総務係長 司計係長 係 起 実

年 月 日

課長 課長補佐 係長 係長 係 長 係 決 裁

年 月 日

下記のとbり 競争に付してよろしいか忠、伺いします。

競争に付する事項 予 定 価 格 別封の調書のとおり

入札開札期日 昭 和 年 月 日 時 図 面、仕様書 別紙のとおり叉はカタログ等

入 札 場 所 指名者一覧表 別紙のとおり

契 約 方 法 契約適用条項

入 札保証金 契約保証金

入札公告（案〉 別紙のとおり 契 約 書（案） 別紙のとおり
（指名通知書案）

支 出 科 日 備 考

様式第6号

昭和 年 月 日 l 起案年月日 ｜ 昭和 年 月 日

支出負担行為担当官
主計課長

経理部長 経壇課長 事務長
事 務 局 長 施設課長

（件 名j

について下記のとおり予定価絡を定めてよろしいでしょか。

Z昌F己， 

予 t疋_.._,. 価 格 調 三Eヨ主

1. 工 事 名

2. 予 定 価 格 金 円也
、算出内訳は別紙のとおり

以上のとbり予定価格を定めます。

昭和 年 月 日

調製者 ⑫ 

- 1 1 -



第 1 00 ・ 1 0 1 号 学

儀式第1 2号

昭和 年度才出 ｜ 部局名｜ ル争

謝 金 支 出 Z夫 議 書事務局長 理経部長 主計課長l_!l!��－1 �師長「��館長〉 縞佐i係 長��」L
経理課長 出納係長 係長 係 起 案 if. 月 日 年 月 日

年 月 日

下記により謝金を支出してよろしいかお伺いします

実 施月 日 及び 時 間 数 昭和 年 月 日 自 時
時 間

至 時

内 '.ft 

相手方住所氏名

謝 金 額 金 円也

算 出 基 礎
代理受領きせる場合， その他必要事項を記入のこと。

備 考

様式第13号の2

工 事 施 行 決 議 書
事E寄

係
課長 月 日

局長 補佐 係長 係長

起 集

月 日係長 決裁

〈合議・務課長・係 長〉

下記のとbり工事を施行してよろしいかb伺いします。

エ 事 名

工 事 選 出

予 定 価 絡

図面仕様書カタログ等

契約方法及び適用条項

支 出 科 目

その他必要事項

司L



報 昭和43年3月・4月
機式第14号

昭和 年度支出 部局名

雇 入 決 議 書 月 日

決裁 月 日
事務 局長 経理部 長 主計課長 課長補佐 総務係長 司計係長 係

課〈事務長長〉 補佐 係長 係長 係
請求

経理，課長 出納係長 用度係長 係
部局

下記のとbり雇入してよろしいか4司、伺いしますo

年 月 日目 至昭和 年 月 日

。氏 名 住 所 単 価 延人員 金 額
円 円

支 出 科 目

備 考

印式抗1 s＞�· （日本県敵視格B 5 i 

製造請負 ・ 物品供給契約決議書
事務 ｜経理｜ 主計

：ト1
係ミ 起 案 月課長 日

一一一ー司F『’』

局長｜ 経恩 用度
決 裁 月 日1部長 課長｜ 1係長

製造請負
下記のとj;,・ り物品供給契約してよろしいか為、伺いします。

そ の 他

契 約 事 項
仕様書図面

カ タ 〆ロ グ等

契 約 方 法 予 定 価 格

適 用 条 項 契約保証金

入 キL 書
支 出 科 目（見 積 書）

落札者住所氏名 その他別紙2に規定された添付書類で必要

なもの
そ の 他

契 約 書 案

1 3  -



第1 00・ 101号

儀式第15号の2 （日 本標準規格B 5) 

工

事務 施設 課長

局長i 課長 矯佐

（合 議・部課長・係 長）

事 契 約 決

係長 係長

議 書

係長

品4
"'T-

係

下記のとbり工事請負契約してよろしいかふ‘何いします。

契 約 事 項 仕様書・図面
カ タ ロ グ等

契約方法 予 定 価 格

適 用 条 項 契約保証金

入 キL 香
〈見 積 書〉 支 出 科 目

起 案

月 日

決 裁

万 日

落札者住所氏名 その他別紙2に規定された添付書類で
そ の 他 必要なもの。

契約 書 案

様式第17 号 （日 本標準規格B 5) 

会計 ｜文 部省所管 ｜昭和 年 度 歳出 ｜部局名 ｜

前金払に対す る精算明細書
支

行
担

出
当

負担
官
為 支出官 主計課 長課 長補佐経務 係長司計係長管財 係長 係 課

（事務 長
長
） 補佐 係 長 係長 係 長

経理課 長 出納 係長用 度 係長 係長 係 起 案 年 月 日 係

tフ士ロ＝， J 済 昭和 年 月 日 前 金 払 額 円

検 収 年 月 日 昭和 年 月 日 小切手 又は 国庫金振替書 発行年月 日 昭和 年 月 日

支 出 負 担 行 為 年 月 日 昭和 年 月 日 小切 手 又は 国庫金振替書 番号 第 号

支 出 負 担 行為確 認 番 号 第 号 支 出 簿 立占当t是． 記 済 昭和 年 月 日

支 出 負 担 行 為 差引簿登記済 昭和 年 月 日 反 対 給 付 完7済額 円

支 出 負 担 行 為 額 円 支 出 の 金額 と れ い入額 円
相手 方の 住所 氏名 歳 入 組 入 済 額 円

科 目 摘 要 金 備 考

一14 -



報 昭和43年 3 月 ・ 4 月

出支度－年
号
一
円J－
－
nJι
『

第一式
一
和

様一
昭

書

事Vl'I

昭 和 年 月 日
昭 和 年 月 日

昭 和 年 月 日

目 的

口 �ロロ τコ

数 量

価 格

支 出 科 目

富山 大学の宿舎等 に お け る 公用 電

話設置 内 規の 一部改正

富 山 大学 に お け る 予 算執行職員の

補助者 の 官 職指定 に 関 す る 内 規の

一部改正
富山大学の宿舎等におけ る 公用電話設置内規の一部を改

正する 内規を次の よ う に制定す る。
昭和43年 3 月 30日

富山大学長 横田嘉右衛門
｜ 富山大学長 横田嘉 右衛門富山大学の宿舎等における 公用電話設置 ｜ 
｜ 富山大学におけ る予算執行職員の補助者内規の一部を改正する 内規 ｜ 
｜ の官職指定に関する 内規の一部を改正す富山大学の宿舎等におけ る 公用電話設置内規 （昭和40年 ｜｜ る 内 規4 月 1 日 制定） の一部を次の よ う に改正す る。 ｜ 
｜ 富山大学における 予算執行職員 の補助者の官職指定に関こ の内規中 「及び」 を 「 よ おび」 に ， 「又は」 を 「 ま た ｜｜ す る 内 規 （昭年4 1牛 3 月 3 1 日 制定） の一部を次の よ う に改は」 に改め る。 ｜ ｜ 正す る。第 4 条第 2 項中 「会計課用度係」 を 「経理課用度係 」 に ｜
｜ こ の 内規中 「及び」 を 「お よ び」 に改め るσ改める。 ｜ 
｜ 第 3 条中 「会計課総務係」 を 「主計課総務 係」 に 改 め第 6 条中 「事務局会計課」 を 「経理課」 に改め る。 ｜ 
｜ る。別表中 ， 本部欄を次の と お り 改め る。 I 

富山大学に おける 予算執行職員の補助者の官職指定に関
す る 内規の一部を改正する 内規を次の よ う に制定する。

昭和43年 3 月 30 日

附 則
こ の内規は ， 昭和43年 4 月 1 日 から施行する。

別表 1 の支出負担行為担当官の補助者の表中 ， 事務局 ，
学生部お よ び各部局欄を次の と お り 改め る。

経 理 部 長 ｜支出負担行為の全般総括

i (l）究出負担行為の総括補助
主 計 課 長 1(2）支出負担行為担当官印の保l

管お よ び押印 ｜ 

本 部 ｜ 学長 ， 学生部長 ， 事務局長 ， 部長 ， 学生部 l
｜ 次長 ， 課長 I 

- 15 -



A凶手・

別表 3 の支出官の補助者の表中， 事務局， 学生部お よ び
各部局欄を次の と お り改める。

第 1 00 ・ 1 0 1号

主 計 課 長 ｜支出負担行為の確認総括

主｜主計課課長補佐｜支出負担行為の確認総括補助

計
｜ 司

｜「 ｜一入れ 相村交付金の
管 財 係 長 ｜支出決議書案の作成に関す る こ

｜ ｜ ！ と 。
事務局 ｜ ｜ 経 理 課 長 li�I諸著書課程よ び押印
学生部i i I I I 1 (1）小切手帳 （国庫金振替書を含

｜ ｜ ｜ む。 ） の保管および小切手の
お よ び！創 出 納 係 長 ｜ 作成 （押印を除 く 。 ） なら び

｜ ｜ ｜ に交付通知に関する こ と。I i i (2l嘆学交付金の支出決議書案のI I ｜ 作成に関する こ と 。各部局： ! I 

｜理｜

総 務 係 長 ｜支出に関する関係書類の監査

主計課課長補佐｜訟謹行為に関する関係書

主｜
総 務 係 長 属慰霊童行為に関す る関係書

計｜ 1 (1〕皮出負担行為計画示達に関｜ する こ と 。
司 計 係 長 ｜凶支出負担行為に係る書類の

予算上の監査 るす
帳

関
記

に
の

認
簿

確
引

の
差

為

為

行
行

担
担

負
。
負

出
と
出

支
こ
支

υ
2

 
長係計

経l課
財産の買入れ， 市町付交付金

管 財 係 長 ｜の支出負担行為お よび検査に
関する こ と。

事務局
経理課に属する支出負担行為経 理 課 長 ｜の総括

学生部l理
｜奨学交付金の支出負担行為に

経｜ 出 納 係 長 ｜関する こ と 。

公
行
負
に
す

’
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出
者
関
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負
支
助
に

手
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の
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）
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。
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。
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町ゐ長係与給理部局部各

お よ び
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公
案
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。
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書
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決
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る
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支
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関
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償
関
お
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補
に
金
の

員
害
成謝
案

職
災
作
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書

札

包
畏係与給お

に
る

為
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す

行
助
関

担
補
に

負
の
）

出
等
。

支
部
く

の
学
除

務
（

を
役
査
務

’
検
事
。

品
び
る
と

物
よ
係こ

長係度用

；課

学
除み2u

o

諜
務
つ一

欝
事
る

決
る
す

出
係
関

支
に
に

の
者
成

務
助
作

役
補
の

，
の
）

品
等
。

物
生
く

長係度用
課

工事に係る支出負担行為の全
施 設 課 長 ｜般総括， 工事設計の委嘱に関

す る こ と 。
施設課企画係長｜左翼手雪？？？決議書案の作成

附 則
こ の内規は， 昭和43年 4 月 1 日 から施行する。

施設課長に規定する事項の補
施設課課長補佐島設計委嘱の完了検査に関

する こ と 。

施

富山大学 に お け る 出 納官吏等 の 官

職指定 に 関 す る 内規の 一部改正

企 画 係 長 ｜雪？支出負担行為に関す る設

工 営 係 長 ｜土木 ・ 建築工事の検査に関す
る こ と 。

設 備 係 長 ！？工事の検査に 関 す る こ
課

富山大学における出納官吏の官職指定に関す る 内規の一
部を改正す る内規を次の よ う に制定す る。

昭和43年 3 月 30 日
富山大学長 横田嘉右衛門

富山大学におけ る 出納官吏等の官職指定
に関する 内規の一部を改正する 内規

富山大学におけ る 出納官吏等の官職指定に 関 す る 内規
〈昭和4 1年 3 月 3 日 制定） の一部を次の よ う に改正する。
こ の内規中 「及び」 を 「お よ び」 に改め る。
第 3 条 中 「会計課総務係」 を 「主計 課 総 務 係」 に改め

る。

別表 2 の契約担当官の補助者の表中， 事務局， 学生部お
よ び各部局欄を次の と お り 改め る。

契約事務の全般総括

(1）契約の総括補助
経｜主｜ 主 計 課 長 1(2）契約担当官印の保管およ び1 押印

経 理 部 長

許｜主計課課長補佐｜契約に関する関係書類の審査
学生部｜ 「 ｜ ｜ 

｜理｜ ｜ 総 務 係 長 ｜契約に関する書類の監査
お よび｜ 懐トー管

事務局

' I固有財産以外の契約 （教育学
園｜ 用 度 係 長 ｜部生産品の契約を除 く 。 ） に
｜ ｜ l関する こ と 。

一 16 -

別表 1 の資金前渡官吏およ び出納員の表中， 資金前渡官
吏 と し て指定する官職の項の 「出納係長」 を 「給与係長」
に改め る。

附 則
こ の内規は， 昭和43年 4 月 1 日 から施行する。

財 係 長 固有財産の契約に関する こ と
各部局

経 理 課 長 経理課に属する契約の総括部｜経｜ ｜



報
富 山 大学 に お け る 一般餓争参加資

格審査員等 の 官職指 定 に 関 す る 内

規の 一部改正

富山大学におけ る 一般競争参加資格審査員等の官i織指定
に関す る 内規の一部を改正す る 内規を次の よ う に 制 定す
る。

昭 和43 年 3 月 30 日

昭和43年 3 月 ・ 4 月

こ の 内規は， 昭和43 年 4 月 1 日 か ら 施行す る 。

富 山 大学本部 消防隊内規の 一部改

正

富山大学本部消防隊内規の一部を改正す る 内規を次の よ
う に制定す る。

昭 和43年 3 月 30 日

一

ま

の

「

門

）
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街

定

」

右
す

制

は

嘉
正
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文
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「
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内
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る
学
よ
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大
の
内
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を
こ
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指
よ
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の

衛

官
次

右
査
改

の
を

嘉
審
を

等
部

田
格
部

員
一

横
資
一

査
の

加
の

審
）

長
参
規

格
定

学
争
内

資
制

大
競
る

加
日

山
般
す

参
3

富
一
闘

争
月

る
に

競
3

け
定

般
年

お
指

一
引

に
職
規
る
和

学
官
内
け
昭

大
の
る
お

（

山
等
す
に
規

富
員
主
学
内

大
る

山
す

宮
関

に改正す る。
こ の 内規中 「及び」 を 「 お よ び」 に改め る 。
第 3 条 中 「会計課総務係」 を 「主計 課 総 務 係」 に改め

る。
別表中 ， 左欄の職を行な う 者 と し て指定す る 官職の項の

審査員欄お よ び意見の表示義務者欄の う ち 「会計課長」 を
「会計課長

「経理部長 」 に， 同項の 資格審査委員欄の 施設課長 を
「経理部長 会計課課長＋市佐」

主計課長 に改め る。
施設課長」

附 則
こ の 内規は ， 昭 和43年 4 月 l 白 か ら施行す る。

富 山 大学本部 防 火対策委員会内規

の 一 部改正

富山大学本部防火対策委員会内規の 一部を改正す る 内規
を次の よ う に制定す る。

昭和43年 3 月 30 日

たは」 に改め る。
第 7 条 中 「会計課」 を 「主計課」 に改め る。
別表 1 の富山大学本部消防隊編成表中 「庶務課職員」 を

「庶務部職員 l に ， 「会計課職員」 を 「経理部職員」 に改
め る。

（備考） 1 中 「会計課長 l を 「経理部長 」 に， 2 中 「各
課長及び課長補佐」 を 「学生部長 な ら びに事務局各部長，
学生部次長 ， 各課長お よ び課長補佐」 に改め る。

附 則
こ の 内規は， 昭和43年 4 月 1 日 か ら施行する。

富 山 大学科学研究費補助金経理取

扱内規の 一 部改正

富山大学科学研究費補助金経理取扱内規の一部を改正す
る 内規を次の よ う に制定す る 。

昭和43年 3 月 30 日
富山大学長 横田嘉右衛門

富山大学科学研究費補助金経理取扱内規
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第

長， 学生課長 お よ び厚生課長
第 5 条 中 「会計課」 を 「主計課」 に改め る。

附 則

富山大学長 横田嘉右衛門
富山大学大学院学則の一部を改正す る学
員リ

- 1 7 -



第100 ・ 1 0 1号

富山大学大学院学則 （昭和42年 5 月 1 9 日 制定） の一部を
次の よ う に改正する。

第 3 条中工学研究科の 「機械工学専攻J の次に 「生産機
械工学専攻」 を加え る。

第 6 条中の表を次の と お り 改める。

研 究 科 名 ｜ 専 攻 名 ｜入学定員｜ 総定員
薬学概科 ｜ 薬 学 専 攻 国土 也士

電 気 工 学 専 攻 ｜ ｜ 

工 業 化 学 専 攻 ｜ ｜ 
工学研究科 ｜ 金 属 工 学 専 攻 1 8名 I 1 6名

機 械 工 学 専 攻 I 1 0名 I 20名

生産機械工学専攻 ｜ 8名 ｜ 8名
A 口 64名 I 1 20名計

第 6 章の章名を削る。
第17条 の次に次の 1 ：章を加える。

第 6 章 課程修了の認定
（修士課程の修了お よび認定）

第 1 8条 修士課程の修了者は ， 2 年以上在学 し て所定の単
位を修得 し ， 学位論文の審査および最終試験に合格し た
者 と する。

2 学位論文の審査お よ び最終試験は ， 研究科委員会で 選
出した審査委員がこ れを行ない ， その合格お よ び不合格
は ， 審査委員の報告に基づいて研究科委員 会 が 認 定す
る。
第 7 章を次の と お り 改める。

第 7 章 学 位
（学位の授与）

第四条 修士課程を修了 し た者には ， 次の学位を与える。
薬学研究科 薬学修士
工学研究科 工学修士

2 学位授与に関する規則は ， 別に定める。
第28条を削 り ， 第27条 を第28条 と し ， 第 1 9条か ら第26条

ま で 1 条ずつ繰 り 下げる。
第22条 （見出 し を含む。 ） 中 「入学志願者」 を 「入学 を

志願する 者」 に改め る。
第23条を次の と お り 改める。

第23条 入学を志願する者に対 し ては ， 選考を行な う も の
と し ， 選考の方法は別に定め る。
第25条を次の と お り 改める。

第25条 第23条に定め る選考の結果合格 し ， 入学 し よ う と
する者は ， 別に定め る と こ ろ に よ り 入学手続き を行なわ
なければなら ない。

2 入学手続き を完了 し ない も のは ， 入学を許可 しない。
第27条中 「入学志願者」 を 「入学を志願する者」 に改め

る。

品U
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第28条を次の と お り 改める。
第28条 入学科は ， 金 4, 000 円 と し ， 第25条に定める入学

手続き を行な う と き ， 納めなければな らない。
附 則

こ の学則は ， 昭和43年 4 月 ！ 日 から施行する。

富 山 大学大学院薬学研 究科規則 の

一部改正

富山大学大学院薬学研究科規則の一部を改正する規則を
次の よ う に制定する。

昭和43年 4 月 1 日
富山大学長 横田嘉右衛門

富山大学大学院薬学研究科規則の一部を
改正する規則

富山大学大学院薬学研 究 科 規 則 （昭和42年 5 月 1 9 日 制
定） を次の よ う に改正する。

第 8 条を次の と お り 改め る。
第 8 条 合格した各授業科 目 の成績は ， 優 ， 良および可で

表示する。
附 則

こ の規則は ， 昭和43年 4 月 1 日 から施行する。

富 山 大学大学院工学研究科規則 の

一部改正

富山大学大学院工学研究科規則の一部を改正する規則を
次の よ う に制定する ，

昭和43年 4 月 1 日
富山大学長 横田嘉右衛門

富山大学大学院工学研究科規則の一部を
改正する規則

富山大学大学院工学研 究 科 規 則 （昭和42年 5 月 1 9 日 制
定） を次の よ う に改正する。

第 7 条 を次の と お り 改める。
第 7 条 合格した各授業科目 の成績は ， 優 ， 良お よ び可で

表示する。
別表中専攻課程の項の工業化学専攻 欄の 「工 業 物 理化

学」 を 「応用物理化学」 に改める。
同表機械工学専攻欄の次に次の 1 欄を加える。

論
論
論
論
掛川

特
特
特
特
特

学
学
学
学
学

工
工
工
性
定

加
加
加
塑
測

削
密
性
属
密

切
精
塑
金
精

工

工

加

加

削

性

切

塑
学
攻

工械機産生

専

2 io印は必修｜
4 
4 
4 
4 
2 
2 
4 
2 
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O生産機械工学l A 

演習及び実験l "T 
制御機器 lo課題研究第一 1 8 
I 10課題研究第二｜ 8 

j 1研 究 論 文

附 則
こ の規則は ， 昭和43年 4 月 1 日 か ら施行す る。

富 山 大学大学院薬学研 究科委 員会

規則 の一部改正

富山大学大学院薬学研究科委員会規則の一部を改正す る
規則を次の よ う に制定する。

昭和43年 4 月 1 日
富山大学長 横田嘉右衛門 ｜ 

富山大学大学院薬学研究科委員会規則の ｜ 
一部を改正す る規則 ｜ 

富山大学大学院薬学研究科委員会規則 （昭和42年 5 月 1 9 I 
日 制定） の一部を次の よ う に改正する。

第 5 条第 3 項 中 「前項」 を 「第 1 項」 に改める。
附 則

こ の規則は ， 田和43年4 月 1 日 から施行す る。

富 山 大学大学院工学研究科委員会

規則 の 一部改正

富山大学大学院工学研究科委員会規則の一部を改正する
規則を次の よ う に制定する。

昭和43年 4 月 1 日
富山大学長 横田嘉右衛門

富山大学大学院工学研究科委員会規則の
一部を改正する 規則

富山大学大学院工学研究科委員会規則 （昭和42年 5 月 1 9
目 制定〉 の一部を次の よ う に改正する。

第 5 条第 3 項 中 「前項」 を 「第 1 項」 に改め る。
附 則

こ の規則は ， 昭和43年 4 月 1 日 から施行する。

富 山 大 学 学 生 守 則 の一部改正

富山大学学生守則の一部を改正す る守則を次の よ う に制
定する。

昭和43年 4 月 1 日
富山大学長 横田嘉右衛門

富山大学学生守則の一部を改正す る守則
富山大学学生守則 （昭和24年 1 1 月 1 8 日 制定） の一部を次

の よ う に改正する。
第 6 条中 「入学の始め」 を削除する。
第 8 条 中 「当該学部長」 を 「聴講を希望する 学部長」 に

昭和43年 3 月 ・ 4 月

改める。
第14条を次の と お り 改める。

第 14条 第 1 0から第13条 ま でに規定する 届け 出は ， 学部長
を経て学長に 2 通提出 し なければな ら ない。 ただ し ， 構
成員が 2 学部以上にわた る場合は ， 学生部長を経て学長
に提出する も の と する。
様式；（1）を別紙の と お り 改め る。

附 則
1 こ の守則は ， 昭和43年4 月 1 日 から施行 し ， 昭和42年

4 月 1 日 か ら適用する。
2 こ の守則を教養部におい て適用すiる 場 合 は ， 守則中

「学部」 を 「教養部」 と ， 「学部長」 を 「教養部長」 と
読み替える も の と する。
様式 （1)

在 学 誓 書
富山 大学長 殿

私は、 貴学に入学の う えは 、学則;I>‘ よ び諸規則を守 り 、 こ れに

基づ く 義務 を履行ナ る こ と を 、保証人 と 連署 して 誓約 し ま ナ。

昭和 年 月 日

〈学
学課部科程〉

氏《」＂＂念名》 ⑨ 男
女

昭和 年 月 日生

本 籍 府都道県 郡市区 町
番地村

現 住 所 府都道県 郡: 町 番方〉地村 t

保 証 人 （能幹店長）
氏fふり＇＂＇ρ名明大昭Z

和
治

＠ 
年 月 日生

本 籍 府都道県 郡市区 町 番地村

現 住 所 書道 市郡区 町 番地村
本人 との関係． 職 業

保 証 人 （鵠�） 氏CJら’府1危名》明大昭治
和

正
＠ 

年 月 日生

本 籍 書ま 市郡区 町 番地材

現 住 所 都府道県 町 番地村
本人との関係 職 業

富 山 大学学生会館運営学生委員会

規程の 一部改正

富山大学学生会館運営学生委員会規程の一部を改正する
規程を次の よ う に制定す る。

昭和43年4 月 1 日
富山大学長 横田嘉右衛門

富山大学学生会館運営学生委員会規程の
一部を改正する 規程
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富山大学学生会館運営学生委員会規程 （昭和40年 5 月3 1 I 昭向43年 4 月 ！ 日
日 制定） の一部を次の よ う に改正する。 ｜ 富山大学長 横田嘉右衛門

第 3 条中 「第 7 号」 を 「第 8 号」 に改め る。 ｜ 富山大学公務員宿舎委員会規程の一部を
附 則 ｜ 改正す る規則

こ の規程は ， 昭和43年 4 月 1 日 から施行 し ， 昭和43年 3 I 富山大学公務員宿舎委 員 会 規 程 〈昭和38年1 1 月 1 日 制
月 6 日 から適用する。 ｜ 定〉 の一部を次の よ う に改正す る。

題名を次の と お り 改める。
富山大学公務員宿舎委員会規則富山 大学固有財産使用規則 の一部

改正 るめ改nノお》」の
長

次
次

を
部

号
生

3
学

第
び

び
よ
長

よ
お
務

お
長
事

号
部
各

2
理
び

第
経
よ

項
’
お

1
長
長

第
部
課

条
務
設

3
庶
施

第
町人H

引叫
の次を同HH規るすE

 
改を部の同HH規用使産財有

る
園
す

孝
定

大
制

山
に

富
うよ

昭和43年 4 月 1 日
富山大学長 横田嘉右衛門

富山大学固有財産使用規則の一部を改正
する規則

富山大学国有財産使用規則 （昭和33年 9 月 1 2 日 制定〉 の
一部を次の よ う に改正す る。

第 2 条 中 「本学国有財産取扱規程」 を 「本学固有財産取
扱規則」 に改める。

第 5 条中 「別紙第 2 号お よ び第 3 号様式」 を 「別紙第 2
号または第 3 号様式」 に改め る。

附 則
こ の規則は ， 昭和43年 4 月 1 白 から施行する。

富山大学認定講習委員会規程の 一

部改正

第 9条を次の と お り 改める。
第 9 条 本会の庶務は， 人事課において処理する。

附 則
こ の規則は， 昭和43年 4 月 1 日 から施行す る。

富 山 大学 レ ク リ ェ ー シ ョ ン 委員会

規程 の 一部改正

富山大学 レ ク リ ェ 』 シ ョ ン委員会規程の一部を改正する
規則を次の よ う に制定す る。

昭和43年 4 月 1 日
富山大学長 横田嘉右衛門

富山大学 レ ク リ ェ ー ジ ョ ン委員会規程の
一部を改正す る規則

富山大学 レ グ リ ェ 」 ジ ョ ン 委員会規程 （昭和38年1 1 月 ！
日 制定〉 の一部を次の よ う に改正する。

題名を次の と お り 改める。
富山大学認定講習委員会規程の一部を改正す る規則を次 1｜ 富山大学 レ ク リ ェ 』 シ ョ ン 委員会規則

の よ う に制定する。 ｜ I 第 3 条第 3 号を削 り 第 4 号を第 3 号と し ， 以下第 9 号ま
昭和43年4 月 1 日

富山大学長 横田嘉右衛門
富山大学認定講習委員会規程の一部を改
正する規則

富山犬学認定講習委員会規程 （昭和25年 5 月23 日 制定）
の一部を次の よ う に改正する。

題名を次の と お り 改め る。
富山大学認定講習委員会規則

第 4 条第 2 項中 「庶務課長」 を 「庶務部長」 に改める。
第 9 条を次の と お り 改める。

第 9 条 本会の庶務は、 庶務課において処理する。
附 則

こ の規則は、 昭拘43年 4 月 1 日 ； から施行する。

富山 大学公務 員宿舎委員会規程の

一部改正

で 1 号ずつ繰 り 上げ， 第 2 号を次の と お り 改める。
(2） 庶務部長お よ び経理部長

第 9 条を次の と お り 改 め る 。
（庶 務）

第 9 条 委員会の庶務は， 人事課において処理す る ，
附 則

こ の規則は， 昭和43年4 月 1 日 から施行す る

富山 大学事務組織規則 の一 部改正

富山大学事務組織規則の一部を改正する規則を次の よ う
に制定する。

昭和43年 4 月 1 日
富山大学長 横田嘉右衛門

富山大学事務組織規則の一部を改正す る
規則

富山大学事務組織規則J （昭和39年 1 月 1 日 制定） の一部

次の よ う に制定する。
富山大学公務員宿舎委員会規程の一部を改正する規則を ｜ を次の よ う に改正す る

第 2 条に次の 2 項を加え る。
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報
2 事務局に庶務部， 経理部お よ び施設課をお き ， 庶務部

に庶務課お よ び人事課を， 経理部に主計課お よ び経理課
をお く 。

3 学生部に学生課お よ び厚生課をお く 。
第 9 条を削 り ， 第 2 章第 1 飾を次の と お り 改める。

第 1 節 事 務 局
第 5 条 庶務課においては， 次の事務をつかさ ど る 。
(1) 大学の事務に関 し総括 し ， お よ び連絡調整す る こ と 。
(2） 機密に関す る こ と 。
(3） 儀式その他諸行事に関す る こ と 。
(4） 評議会その 他の会議に関する こ と 。
(5） 学則そ の他諸規則等の制定お よ び改廃に 関 す る こ

と 。
(6） 教務 （学生部の所掌に属する事務を除 く 。 〉 に関す

る こ と 。
(7） 学位に関す る こ と 。
(8） 学術団体等 と の連絡に関す る こ と 。
(9) 内地研究員お よ び在外研究員等に関する こ と 。
(10） 科学研究費の申請に関す る こ と 。
(11) 出張に関す る こ と 。
(12） 渉外に関する こ と 。
(13) 公印の管守に関す る こ と 。
凶 公文書類を接受 し ， 発送 し お よ び 整 理 保 存する こ

と 0

(15） 調査統計そ の他報告に関す る こ と の
間） その他他の部お よ び課の所掌に属 し ない こ と 。

第 6 条 人事課においては， 次の事務をつか さ ど る 。
(1） 職員の任免， 分限， 懲戒お よ び服務等に関する こ と 。
（局 職員の給与に関す る こ と 。
(3） 職員の定員に関す る こ と 。
（ω 職員の研修および勤務評定に関する こ と 。
(5） 職員の健康管理， 福祉お よ び災害補 償 に 関 す る と

と 。
(6） 退職者の恩給， 共済組合の長期給付お よび退職手当

に関す る こ と 。
(7） 栄典お よ び表彰に関す る こ と 。
(8) 人事記録に関す る こ と 。
(9） 職員の団体に関す る こ と 。
(10） 職員宿舎の居住者の選考に関す る こ と 。
（凶 課の所掌事務の諸報告に関す る こ と 。
(12） その他人事に関す る こ と 。

第 7 条 主計課においては， 次の事務をつかさ ど る 。
(1） 会計事務に関 し総括 し ， お よ び連絡調整す る こ と 。
（泊 予算 （施設課の所掌に属する事務を除 く 。 ） お よ び

決算に関す る こ と 。
(3） 債権菅理の総括事務に関する こ と 。
(4） 物品管理の総括事務に関す る こ と 。
(5） 会計の監査に関する こ と 。

昭和43年 3 月 ・ 4 月

(6） 支出負担行為の確認に関す る こ と 。
(7) 国有財産の官理お よび処分に関す る こ と 。
(8) 公務員宿舎に関す る こ と 。
(9） 会計官吏の公印の菅守に関す る こ と 。
刷 会計諸規則に関す る こ と 。
凶 土地， 建物の借入れに関す る こ と 。
凶 防火， 防災に関する こ と 。
(13) 学内警備取締に関す る こ と 。
凶 共済組合 （人事課お よ び経理課の所掌に属す る事務

を除 く 。 〉 に関する こ と 。
仕5） 所掌事務の統計調査お よ び諸報告に関す る こ と 。
(16) そ の他経理課の所掌に属 し ない こ と 。

第 8 条 経理課においては， 次の事務をつかさ どる。
(1） 収入， 支出お よ び計算証明に関す る こ と 。
凶 歳入歳出外現金お よび有価証券に関す る こ と 。
(3） 債権の管理に関す る こ と 。
（引 前渡資金に関 する こ と 。
(5） 給与等の支給お よ び所得税等の徴収に関する こ と 。
(6） 物品の管理に関する こ と 。
(7） 物件費の経理に関す る こ と 。
(8） 物品の調達お よ び役務に関する こ と 。
(9) 委任経理に関するこ と 。
側 科学研究費の経理に関す る こ と 。
ω 共済組合の現金出納に関する こ と 。
聞 所掌事務の統計調査お よび諸報告に関す る こ と 。
側 その他会計経理に関する こ と 。

第 9 条 施設課においては， 次の事務をつかさ どる。
(1） 施設整備に関 し総括 し ， お よび連絡調整す る こ と 。
凶 文教施設整備費， 防火施設整備費お よび災害復旧費

の予算に関す る こ と 。
(3） 営繕工事に関 し企画， 立案す る こ と 。
(4） 施設の立地計画， 環境整備 ， 確保お よび保全に関す

る こ と 。
(5） 営槽工事の設計に関す る こ と
(6） 工事費の積算に関す る こ と 。
(7） 営繕工事の入札お よ び請負契約事務に関す る こ と 。
(8） 営繕工事の施工に関する こ と 。
(9） 営繕士事の検査に関するこ と 。
刷 工事用資材の検収お よび監守等に関する こ と 。
（ゆ 建物， 土地， 電気， ガ ス ， 水道， 電話， 暖房施設等

の維持保全に関す る こ と 。
(12） 施設の調査お よび報告に関す る こ と 。
凶 そ の他営繕に関す る こ と 。

附 則
こ の規則は ， 昭和43年 4 月 1 日 から施行す る。

富山大学文書処理規則の 一部改正

富山大学文書処理規則の一部を改正する規則を次の よ う
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に制定す る。
昭和43年 4 月 1 日

富山大学長 横田嘉右衛門
富山大学文書処理規則の一部を改正す る
規則

富山大学文書処理規則 （昭和24年12月 2 日 制定） の一部
を次の よ う に改正す る。

第 1 条中 「本規程」 を 「本規則」 に改め る。
第 2 条中 「 （各部局にあ っ ては庶務係。 以下同 じ。 ） 」

を 「 （各部局にあ っ ては庶務係 または総務係。 以下 「文書
係」 と い う 。 〉 」 に改め る。

第 5 条を次の と お り 改め る。
第 5 条 各課の主務者 は ， 文書係から 配付された文書を受

領 し ， 主管課長の閲覧を経て文書処理簿に所定の事項を
記入の う え ， 主管係長に配布 し なければな ら ない。

2 前項の文書で他の係に関係あ る も のについては ， 回覧
ま たは複本を作成 し ， 配布す る な ど ， 適 当 な 処 置をす
る。

3 機密に関す る 文書については ， 第 1 項の規定にかかわ
らず主管課の責任者に直接配布する も の と し ， 他の係に
関係あ る も のについては ， その責任者が直接持廻る も の
と す る。
第 7 条中 「起案用紙 （様式第 2 号） 」 を 「原議書 （様式

第 2 号 ま たは様式第 2 号の 2 ） 」 に改め る。
第12条第 1 項 ， 第 1 3条第 1 項お よ び第 2 項中 「起案書」

を 「原議書」 に改め る。
第15条 中 「課， 係 長 名」 を 「部 ， 課 ， 係 長 名」 に改め

る。
第 1 6条を次の と お り 改める。

第 1 6条 往復文書に記載する 記号番号は ， 別表の と お り と
する。
第 1 9条 （見出 し を含む。 ） を次の と お り 改め る。
（電報の発信お よ び受信）

第 1 9条 電報の発信およ び受信は ， 文書係で取 り 扱い ， 電
報発信原議書 （様式第 5 号） お よ び電報受信書 （様式第・
5 号の 2 ） に よ っ て処理す る も の と す る。
第20条第 1 号中 「会計課」 を 「主計課 ま たは経理課」 に

改める。
同条第 4 号を次の と お り 改め る。

(4） 各部課名 または各部課長名で発送する 文書は ， 当該部
課係で浄書する。
同条第 5 号中 「人事係」 を 「人事課」 に改め る。
第25条中 「規程」 を 「規則J に改める。
第32条 を次の と お り 改め る。

第32条 前 2 条の件名 目 次は ， その写を主務係から 文書係
に提出 し なければな らない。
第34条を次の と お り 改め る。

第34条 前条の記録文書簿冊目録は， その写を主務係から
文書係に提出 し なければな ら な い。

学

第37条 中 「会計課」 を 「経理課」 に改め る。
第37条の次に次の 2 条を加える。
（機密に関する 文書〉

第38条 こ の規則に定め る も ののほか ， 機密に関 す る 文書
については ， 別に定める と こ ろ に よ る 。
（その他）

第39条 こ の規則の運用に関 し 疑義の あ る と き は ， 庶務部
長が決定す る。
別表を別紙の と お り 加える。
様式第 1 号か ら 第 5 号ま でを別紙の と お り 改め ， 「様式

第 2 号」 の次に 「様式第 2 号の 2 」 を ， 「様式第 5 号」 の
次に 「様式第 5 号の 2 」 を加え る。

附 則
こ の規則は ， 昭和43年 4 月 1 日 から施行す る。

別 表
富大庶収 （発） 第 号
富大人収 〈発） 第 号
富大主収 （発） 第 号
富大経理収 （発） 第 号
富犬施収 （発） 第 号
富大学収 （発） 第 号
富大厚収 （発） 第 号
富大文収 （発） 第 号
富大教収 （発） 第 号
富大経収 〈発） 第 号
富大薬収 （発） 第 号
宮大工収 （発） 第 号
富大養収 （発） 第 号
富大図収 （発） 第 号

庶務課主管に関す る も の
人事課主管に関す る も の
主計課主管に関ナる も の
経理課主管に関するも の
施設課主管に関す る も の
学生課主管に関す る も の
厚生課主管に関する も の
文理学部所管に関す る も の
教育学部所管に関す る も の
経済学部所管に関 する も の
薬学部所管に関する も の
工学部所管に関する も の
教養部所管に関する も の
附間図書館所管に関する も の

富大図工収 （発） 第 号 附属図書館工学部分館主管に
関する も の

備 考
機密に関する 文書については ， 所管 ま たは主管の文書

記号の う ち ， 略称符号の次に 「秘」 と 表示す る も の と
る 。

〈様式第 1 号）
文 書 処 理 簿

v f， 帯 ・片 φ ． 信 口 市 . 兜 f
現3

受！：�.ll.J:lii
JJ A 
JJ " 
月 四
Jl A 
� : 

η I  n •I e事

一車－�梯」と手 JU吋J II 日飼
2区
�. 
自信

.; JJ n 
<) JJ ti 
号 JJ B 

一一
第
m
第
3 一一4号巧�· ll υ！ 

� : 

’怠 "' I " • 
d監

噌F 司時 Jk M 

官 付 帯 膏 q 昔 岳 協
in " I � 怒 号 B

＂＇付H " Jl 臼
M 日
R 日
Jl n 
月 日
地 図
JJ n 

件

発 信錦 轟 時司 組 信 月 日n 日
銚
l8 
ll! 
箆
2忠
ill 

� Jl " 
'1 Jl 日
... 月 日宅； Jj " ·8 Jl 日
号 JJ B 

d比

事 場 ！I' m 

1:;, '°" ’‘’ 品円a

,., τ擁Z
e・ a .. 

受 1函 悠

必 E賓
""' .4 llr 

.. 

活

事

'" 
�\m（�J 

掴
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報

（様式第 2 号）
富 山 大 学 原 議 書

月 f§�：：； 速達 � ｜部長次長 「長 ｜係長 「東者
「長梢佐 ｜係員 「ぺ

合 議

受 信 者 発 信 者

件 名

l限文書発信月 日 ： 昭和 年 月 日｜収受文書記号番号 ： 号

上記のこ と について別紙のよ うに し て よ ろ しいか、 伺います。
し ます。

（別紙 枚 ： �IJ表

（様式第 2 号の 2 )
富 山 大 学 原 議 書

宮大 第 号 文m樋別

出家；昭和 年 月 日 発送 ｛司 供閲 部内通知
発送積f,IJ

決裁， 昭和 年 月 日 普通 歪忽 書留 速達
h行 ； 昭和 年 月 日 電信 小包 使送 完結；昭和 年 月 日

部局長 事務長 事務長補佐 係 長 係 員 起集係名

合 議

受 信 者 ｜ 発 信 者

件 名

収受文書発信月 日 昭和 年 月 日 ｜ 収受文書記号番号 ：
上犯の ご と について別紙のよ う に し ℃ よ ろ し いか、 伺います．

し ます。

（日IJ紙 枚 ： 別表

23 -

昭和43年 3 月 ・ 4 月！ 併 こ の間決繍仇山わ 部局に あ っ

I ては， こ れに準 じて作成する も の と する。

（ （様鵡 3 号）! 郵 便 物 発 送 徳
1 1 I " ' · " '' ! ' 梶山｜ぺ｜以 ｜醐｜続問問者調耳石吉村際医トトートー｜－（I � 

n 日
川一
日一川
• I 
月 白

（様式第 4 号）
月 日 ｜ 宛 名 ｜差面 て瓦 ｜摘要1取扱都ロ｜受覇者印

枚） 一色｜三己l三戸
（様式第 5 号）

富山大学電報発信原議書
｜起案 ： ｜決裁 ：

富大電発第 号 ｜ 昭和 年 月 日 ｜ 昭 和 年 月 日

学長 ｜部局長 ｜部長工 J課長 ｜係長 ｜起案者
／｝’ キさ� I

！繭雇l「逼棄F｜ ｜ ｜ 課 ・ 係名

｜ ｜ ｜電（ ）
1 1 合 議

下記の と お り 発信し て よ ろ し いか， 伺いま す。

宛 名 ｜
住 所 ｜

氏 名 ｜
本 文

発信者

号

枚）



第 1 00 ・ 1 0 1 号 ,.y, 守ー

l発信年月 日 ｜発信者
富大電発第 号｜l 月 日 時 分

種

類
字
数

料

金

（様式第 5 の 2 )
電 報受信 書

長 時｜部長五叫�：�
局員

合 議

下記の と お り 電報受信いた し ま し たから報告 し ま す。

発信周 ｜
宛 名 ｜
本 文 （訳文）

｜矧言時刻｜ 時 分

｜ 字数 ｜ 字

富山 大学文書決裁規則 の 一 部改正

富山大学文書決裁規則の一部を改宣す る規則を次の よ う
に制定する。

昭和43年 4 月 1 日
富山大学長 横田嘉右衛門

専 決

富山大学文書決裁規則の一部を改正す る

規則
富山大学文書決裁規則 （昭和38年1 1 月 1 日 制定〕 の一部

を次の よ う に改正す る。
別表 1 を次の と お り 改める。

事 項

I�：＿＿ 
専 決 者

名 儀 者
事 務 局 ｜ 学 生 部 l 部

備 考
間

職員の有給休頓の承認に関す る ρでf主ら－ 長 庶務部長
教
学

図書
養
部

館
部

長
長
長

部
た

て
長
だ

は

し
次

長
， 部

長

て
主

局

は

に
し

事

長
つ
， 

， 
こ と

長
局長
に

学
つ
，

い
課話u 、

2 非常勤職員の無給休暇の承認に 。 I/ 

関 す る こ と と す る

3 超過勤務命令 お よ び休 日 勤務命 I/ 各 課 長 各 課 長 附
事
属

務
学校

長
長

令に関する こ と
4 宿 日 直に関す る こ と I/ 庶務課長 lj 
5 大学主催 ， 共催 ， 後援等の名儀 大

（学長
学〉 事務局長

の使用許可に関する こ と
6 職員の各種証明の発行に関する ラ戸Aー4 長 庶務部長

こ と
7 大学要覧の編集 ， 発行に関する 大 升寸't. タ

こ と
8 規則集 ， 学報お よ び職員録の編 I/ I/ 

集 ， 発行に関す る こ と
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報 昭和43 年 3 月 ・ 4 月

事務職員の任免 ， 昇任お よ び休 片て品子4与 長 事務局長 た
を

だ
除

し
く

， 役付職員
職発令に関する こ と

1 0 事務識員の 兼業の承認に関す る 戸づ主ιらー 長 事務局長
こ と

1 1  普通昇給の決定に関す る こ と /,; /,; 

1 2 勤勉手当の支給率の決定に関す « « 

る こ と
1 3  特別昇給の決定に関す る こ と ij ij 

1 4 等級別定数改訂願に関す る こ と /,; /,; 

1 5  特別昇給お よ び普通昇給の上申 。 « 

な ら びに発令に関する こ と
1 6  教員等の勤務時間の特例に関す 争 庶務部長 ｜ 学

教養
部
部

長
長る 規程第 2 条お よ び第 7 条に よ る

勤務時間の割振 り に関する こ と
1 7 扶養親族の認定等に関する こ と /,; « 

1 8 通勤手当の支給について の 確認 « b 

お よ び決 定に関す る こ と
1 9  初任給調整手当の支給に関する 。 人事課長

こ と
20 退職手当の決定な ら びに上申に « 事務局長

関す る こ と
2 1 事務職員の研修に関す る こ と b 今

22 恩給の進達に関す る こ と う戸�d子 長 事務局長
23 長期給付の請求に関す る こ と 支 部 長 。

24 職員の健康診断 ， 予 防接種の突 升寸峠・ 長 庶務部長 ｜ 教
学

図書
養
部

部
館

長

長
長施に関す る こ と

25 履歴事項の証明お よ び証明依頼 « « 

に関する こ と
26 人事記録お よ び勤務記録 カ 』 ド b 人事課長

の送付に関する こ と
27 会計法規に基づ く 出納官吏等の b 事務局長

任命に関する こ と
28 会計検査院の実施検査を受けた ｜ « 。

場合の報告に関す る こ と
29 会計検査院の 実地検査等照会に ｜ b b 

対す る 回答に関する こ と
30 会計検査院の批難事項等処理状 ｜ « b 

況報告に関す る こ と
3 1  出納官吏等の 任免報告に関す る b 経理部長

こ と
32 支出官お よ び 出納官吏の 日 本銀 ｜ « « 

行に対す る 異動通知に関す る こ と
33 歳入歳出外現金出納計算書の提 点寸主ι一 長 ｜ イア

出に関す る こ と
34 組合員資格の取そ う に関 す る こ 支 部 長 ｜ b 

と
35 被扶養者の認定に関する こ と « « 

36 貸付金の審査決定に関す る こ と 。 b 

37 業務 ， 貸 付 ， 保健医療経理に よ « « 

る 物品購入に関す る こ と
38 短期給付に関す る こ と b « 

39 各経理の支払決定に関する こ と 。 « 

- 25 -



第 1 00 ・ 1 0 1 号 品寸ムー

40 銀行 と の 預金契約に関す る こ と 支 部 長 経理部長
4 1  組合員証お よ び諸証明書の発行 q 。

に関する こ と
42 出張命令に関す る こ と q I/ 

43 定例 ， 臨時 ， 一般調査報告に関 か I/ 

す る こ と
44 資金の回送お よ び請求に関す る I/ 。

こ と
45 概算要求書の提出に関する こ と ’�￥： 長 事務局長
46 歳入歳出決算の報告に関す る こ 。 経理部長

と
47 国有財産に関する認可申請 ， 協 争 事務局長

議 ， 通知， 報告に関す る こ と
48 国有財産管守者等の指定に関す 今 。

る こ と
49 公務員宿舎に関 す る 要 求 ， 協 I/ I/ 

議 ， 報告に関す る こ と
50 公務員宿舎貸与承認お よ び他の I/ 経理部長

承認な ら びに使用料等の決定に関
す る こ と

5 1  固有財産の一時使用許可に関す ｜ /,! I/ 

る こ と
52 国有財産撤去材の引継 ぎに関す i ＃ 。

る と と
53 奨学寄附金お よ び委任経理金に /,! 事務局長

関 す る こ と
54 科学研究費補助金に よ る 契約に ｜ /,! I/ 

関す る こ と
55 給与支払状況四半期統計報告に I/ 経理部長

関 す る こ 正
56 低価格 ア ノレ コ 」 ノレ 申請に関 す る I I/ 。

こ と
57 物品の寄附受納に関す る こ と I/ I/ ただ し

図
，

書
図書

館長
につ

いては
58 物品の免税申請に関す る こ と I/ 。
59 物品の不用決定に関す る こ と 。 I/ 

60 電話増設 申請に関 す る こ と b I/ 

6 1  物品の売払お よ び貸付に関する 事務局長 手’
こ と

62 国において施設する 自 家用電気
工作物施設状況報告書の提出に関 許づ試ー． 長 施設課長
す る こ と

63 学生の集会 ， 印刷物の刊行配付 b 学生部長
の 承認に関す る こ と

64 連合行事運営の細部に関す る こ b 。

と
65 厚生補導関係予算使用実績の報 I I/ b 

告に関す る こ と
66 厚生補導経費の所要額調に関す ｜ ィP b 

る こ と
67 学生便覧の編集発行に関する こ 大 学 ｜ I/ 

と
68 入試 ， 学力検査実施教科 ， 学生 で両「4 長 I/ 
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報

募集要項 ， 入学志願者 ， 合格者 ，
入学者お よ び在学者 ， 卒業者の報
告に関す る こ と

69 沖縄学生の学業成績の報告 ， 学 ｜ 学 長
事費の請求 ， 補導費の配分に関す
る こ と

70 学生の卒業証明 ， 修了証明に関
す る こ と

7 1  科学教育研究生の証明 ， 収容 ，
会計 ， 収容実績の報告に関す る こ
と

72 学生お よ び卒業生の就職あ っ せ
ん連絡に関す る こ と

73 奨学生の推せん等に関する こ と
74 授業料減免猶予通知に関す る こ

と
75 学生証の発行に関す る こ と
76 学生の健康診断 ， 予 防接種施行

に関する こ と

� 

� 

� 

。

� 

。
� 

lj 

昭和43年 3 月 ・ 4 月

学生部長

学生課長

ィP

学生部長

� 

� 

厚生課長
学生部長

77 統計調査の報告に関す る こ と
78 供閲文書 lj 

部
必

長
要に

，
応
次長

じ ，
，

事
ま

務
た

局
は各
長

課
， 学

長
生部長 ，

｜ た
の

だ
を除

い
く

重要な も

附 則
こ の規則は ， 昭和43年 4 月 1 日 か ら 施行す る 。

富 山 大学健康 安全管理組織規程の

部改正

富山大学健康安全管理組織規程の一部を改正す る規則を
次の よ う に制定す る 。

昭和43年 4 月 1 日
富山大学長 横田嘉右衛門

富山大学健康安全管理組織規程の一部を
改正す る 規則

富山 大学健康安全管理組織規程 （昭和35年 2 月 26 臼 制
定） の一部を次の よ う に改正す る 。

題名を次の と お り 改め る 。
富山大学健康安全管理組織規則

第 1 条中 「第 2 条 」 を削除 し ， 「規程」 を 「規則」 に改
め る 。

第 2 条第 3 項第 1 号中 「庶務課長」 を 「人事課長j に，
「庶務課庶務係長」 を 「人事課 職 員 係 長 」 に， 「会計課

長」 を 「 主計課長」 に， 「会計課総務係長」 を 「主計課総
務係長」 に， 「施設課営繕係長」 を 「施設課工営係長お よ
び設備係長」 に改め る。

第 7 条 の次に次の 1 条 を加え る 。
（火元責任者）

第 8 条 火元責任者については， 別に定め る と こ ろ に よ
る 。

「－｜ 健康管理分担者 職員係長

総務係長
安全管理分担者 工営係長

設備係長一一一 一一一一l 」
附 則

に改め る 。

こ の規則は， 昭和43年 4 月 1 日 か ら施行す る 。

富 山 大学国有財産取扱規則 の 一部

改正

富山大学国有財産取扱規則の一部を改Eす る規則を次の
よ う に制定す る 。

昭和43 年 4 月 1 日
富山大学長 横田嘉右衛門

富山大学園有財産取扱規則のー部を改正
す る 規則

富 山大学固有財産取扱規則 （昭和33年 3 月 7 日 制定） の
一部を次の よ う に改正す る 。

第 3 条 中 「富 山大学事務局会計課」 を 「経理部」 に改め
る 。

附 則
別表中 「庶務課長 」 を 「人事課長」 に ， 「会計課長」 を ｜ こ の規則は， 昭和刊年 4 月 1 日 か ら 施行す る
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第 1 00 ・ 1 0 1 号

富 山 大学図書館資料管理事務取扱

規則 の 一 部改正

富山大学図書館資料管理事務取扱規則の一部を改正する
規則を次の よ う に制定す る 。

昭 和43年 4 月 1 日
富山大学長 横田 嘉右衛門

FえEミ 句ヲ 闘 ｜ ｜鎗 号
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物品請求及命令書

学

富 山大学図書館資料管理事務取扱規則の
一部を改正す る 規則

富 山大学図書館資料管理事務取扱規則 （昭和35年 4 月 22
日 制定） の一部を次の よ う に改正する 。

別紙第十→お よ び第に）の 様式を別紙の と お り 改め る 。
附 則

こ の規則は， 昭和43 年 4 月 ！ 日 か ら 施行す る。
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報
富山 大学警務 員服務規則 の 一部改

正

富山大学警務員服務規則の一部を改正す る 規則を次の よ
う に制定す る。

昭和43年 4 月 1 日
富山大学長 横田 嘉右衛門

富山大学警務員服務規則の 一部を改正す

昭和43年 3 月 ・ 4 月

(2） 経理部長
第 9 条 中 「事務局」 を 「主計課」 に改め る 。

附 則
こ の規則は， 昭和43年 4 月 1 日 か ら施行す る。

富山大学計算 セ ン タ ー運営委員会

規制 の 一 部改正

る 規則 ｜ 富 山大学計算 セ ン タ ー 運営委員会規則の一部を改正す る

富山大学警務員服務規則 （昭和39年 2 月 1 5 日 制定） の ー ｜ 規則を次の よ う に制定する

部を次の よ う に改正す る。
こ の規則中 「及び」 を 「お よ びJ に， 「又は」 を 「 ま た

は」 に， 「会計課長」 を 「主計課長」 に改め る 。
附 則

こ の規則は ， 昭和43年 4 月 1 日 か ら 施行す る。

富山 大学防火管理規則 の 一 部改正

富山大学防火管理規則の一部を改正す る 規則を次の よ う
に制定す る。

昭和43年 4 月 1 日
富山大学長 横田嘉右衛門

富 山大学防火管理規則の一部を改正す る
規則

富山大学防火管理規則 （昭和39年 9 月 1 8 日 制定） の一部
を次の よ う に改正す る 。

こ の規則中 「及び」 を 「お よ び」 に， 「並びに」 を 「な
らびに」 に ， 「又は」 を 「 ま たは」 に ， 「富山大学園有財 l
産取扱規程」 を 「富 山大学固有財産取扱規則」 に， 「取扱
規程」 を 「取扱規則」 に改め る。

別表第（3）の第 3 項第 3 号を次の と お り 改め る 。
(3） 学長， 関係部局長 ， 学生部長 ， 庶務部長 ， 経理部長，

学生部次長， 課長， 事務長
附 則

こ の規則は， 昭和43年 4 月 1 日 か ら 施行す る 。

富 山 大学放射性同位元素委員会規

則 の 一 部改正

富 山大学放射性同位元素委員会規則の一部を改正す る 規
則を次の よ う に制定す る。

昭和43年 4 月 1 日
富山大学長 横田嘉右衛門

富山大学放射性同位元素委員会規則のー
部を改正す る 規則

富山大学放射性同位元素委員会規則 （昭和40年 1 月 1 日
制定） の一部を次の よ う に改正す る 。

第 7 条第 2 項第 1 号お よ び第 2 号を次の と お り 改め る 。
(1） 庶務部長

昭和43年 4 月 1 日
富山大学長 横田嘉右衛門

富 山大学計算 セ ン タ 」 運営委員会規則の
一部を改正す る 規則

富 山大学計算 セ ン タ 」 運営委員会規則 〈昭和40年 3 月 1 5
日 制定） の一部を次の よ う に改正す る 。

第 7 条 中 「事務局」 を 「主計課」 に改め る 。
附 則

こ の規則は， 昭 和43年 4 月 1 日 か ら施行す る。

富 山 大学建築委員会規則 の 一 部改

正

富山大学建築委員会規則の一部を改正す る 規則を次の よ
う に制定す る。

昭和43年 4 月 1 日
富山大学長 横田嘉右衛門

富山大学建築委員会規則の一部を改正す
る 規則

富 山大学建築委員会規則 （昭和29年 2 月 26 日 制定） の 一
部を次の よ う に改正す る 。

第 4 条第 1 項第 6 号を次の と お り 改め る 。
(6） 経理部長

第 8 条 を次の と お り 改め る。
第 8 条 本会の庶務は， 施設課において処理す る。

附 則
こ の規則は， 昭和43年 4 月 1 日 か ら 施行す る。

富山 大学補導協議会規程の 一部改

正

富山大学補導協議会規程の一部を改正す る規則を次の よ
う に制定す る。

昭和43年 4 月 ！ 日

富山大学長 横田嘉右衛門
富山大学補導協議会規程の一部を改正す
る 規則

富山大学補導協議会規程 （昭和24年 8 月 5 日 制定） の 一
部を次の よ う に改正す る。
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第 1 00 ・ 1 0 1 号

題名 を次の と お り 改め る 。
富 山大学補導協議会規則

第 3 条第 1 項 「第 4 号」 を 「第 5 号」 に ， 「第 3 号」 を
「 第 4 号」 に改め ， 第 2 号の次に次の 1 号を加え る 。

(3） 学生部次長
第 8 条 を次の と お り 改め る 。

第 8 条 本会の庶務は， 学生課におい て処理す る 。
附 則

こ の規則は， 昭和43年 4 月 1 日 か ら施行す る 。

富 山 大学入 学試験管理委 員会規程

の 一 部改正

学

富山 大学学寮補導委員会規則 の 一

部改正

富山大学学寮補導委員会規則の一部を改正する規則を次
の よ う に制定す る。

昭和43 年 4 月 ！ 日
富山大学長 横田嘉右衛門

富山大学学寮補導委員会規則のー部を改
正す る 規則

富山大学学寮補導委員会規則 （昭和37年 4 月 27 日 制定）
の一部を次 の よ う に改正す る。

第 3 条第 ！ 項 「第 4 号」 を 「第 5 号」 に ， 「第 3 号」 を
「第 4 号」 に改め ， 第 2 号の次にの 1 号を加え る。

富山大学入学試験管理委員会規程の一部を改正す る 規則 I (3） 学生部次長
を次の よ う に制定す る 。

昭和43年 4 月 1 日

富山大学長 横田嘉右衛門
富山大学入学試験管理委員会規程の一部
を改正す る 規則

富山大学入学試験管理委員会規程 （昭和36年 9 月 8 日 制
定） の一部を次の よ う に改正す る 。

題名を次の と お り 改め る 。

富山大学入学試験管理委員会規則
第 1 0条 を次の と お り 改め る 。

（幹 事〉
第 1 0条 本会に幹事をお き ， 学生部次長， 学生課長 お よ び

厚生課長 を も っ て あ て る 。
附 則

こ の規則は， 昭和43 年 4 月 1 日 か ら施行す る 。

富山 大学硬式庭球施設運営委員会

規則 の 一 部改正

富山大学硬 式庭球施設運営委員会規則の一部を改正する
規則を次の よ う に制定す る 。

昭和43年 4 月 1 日

富山大学長 横田嘉右衛門
富山 大学硬式庭球施設運営委員会規則の
一部を改正 す る 規則

富山大学硬式庭球施設運営委員会規則 （昭和39年1 2月 1 8

第 8 条を次の と お り 改め る
第 8 条 本会の庶務は， 厚生課で処理す る。

附 則
こ の規則は， 昭 和43年 4 月 1 日 か ら 施行す る 。

富山 大学授業料減免選考委員会規

程の 一部改正

富山大学授業料減免選考委員会規程の一部を改正す る 規
則を次の よ う に制定す る

昭和43 年 4 月 1 日
富山大学長 横田嘉右衛門

富 山大学授業料減免選考 委員会規程のー
部を改正す る 規則

富 山大学授業料減免選考委員会規程 （昭和24年1 0月 1 8 日
制定） の一部を次の よ う に改Eす る。

題名を次の と お り 改め る 。

富山大学授業料減免選考 委員会規則
第 3 条第 3 号を次の と お り 改め る。

(3) 経理部長
第 8 条 を次の と お り 改め る。

第 8 条 本会の庶務は， 厚生課において処理す る。
附 則

こ の規則は ， 昭和何年 4 月 1 日 か ら 施行する。

富 山 大学文化部会規程の 一 部改正

日 制定〉 の一部を次の よ う に改Eる 。 ｜ 富山大学文化部会規程の一部を改正す る 規則を次の よ う
第 3 条第 1 項第 5 号を第 6 号 と し ， 第 3 号お よ び第 4 号 ｜ に制定す る。

を 1 号ずつ繰 り 下げ ， 第 2 号の次に次の 1 号を加え る 。 ｜ 昭和43年 4 月 1 日
(3） 学生部次長

同条第 2 項中 「前項第 4 号及び第 5 号 の 委 員は ， 」 を
「前項第 5 号お よ び第 6 号の委員は， 」 に改 め る 。

附 則
こ の規則は ， 昭和43年 4 月 1 日 か ら 施行す る 。

富 山大学長 横田嘉右衛門
富 山大学文化部会規程の一部を改正する
規則

富山大学文化部会規程 （昭和24年 1 0月 1 8 日 制定〉 の一部
を次の よ う に改正す る 。
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報 昭和43年 3 月 ・ 4 月

題名 を次の と お り 改め る 。
富山大学文化部会規則

第 3 条第 1 項 「第 5 号」 を 「第 6 号」 に， 「第 4 号」 を
「第 5 号」 に改め ， 第 3 号の次に次の 1 号を加え る。

(4） 学生部次長
第 1 0条を次の と お り 改め る 。

第 1 0条 本部会の庶務は ， 学生課において処理す る。
附 則

こ の規則は ， 昭和43年 4 月 1 日 か ら 施行す る。

富山 大学体育 部会規程の 一 部改正

宮山大学体育部会規程の一部を改Eす る 規則を次の よ う
に制定す る。

昭和43年 4 月 1 日
富山大学長 横田嘉右衛門

富山大学体育部会規程の一部 を改正す る
規則

富山大学体育部会規程 （昭和24年 9 月 9 日 制定） の一部
を次の よ う に改正す る。

題名 を次の と お り 改め る 。
富山大学体育部会規則

第 3 条第 1 項 「第 5 号j を 「第 6 号」 に ， 「第 4 号」 を
「第 5 号」 に改め ， 第 3 号の次に次の 1 号を加え る。

(4） 学生部次長
第 9 条 を次 の と お り 改め る 。

第 9 条 本部会の庶務は， 学生課において処理す る。
附 則

こ の 規則は ， 昭和43年 4 年 1 日 か ら 施行す る 。

諸 AA
E

 

議

第 2 1 園 評 議 会 （ 3 月 6 日 ）
（議題）

1 . 富山大学特別教職課程委員会規程の一部を改正す る 規

員IJ （案） について
2 . 教官人事について
3 . そ の他

第 9 回 協 議 会 （ 3 月 6 日 ）
（議題）

富山大学教養部長候補者の選考について
第 22 回 評 議 会 （ 3 月 1 5 日 〉

（議題）
1 . 昭和42年度富山大学卒業生並びに修了生の認定につい

て
2 . 昭和43年度富山大学教育専攻科入学者選抜試験合格者

の判定について
3 . 昭和43年度沖縄留学生の受入れに ついて
4 . 昭和43年度富山大学科学教育研究室の開設について
5 . 昭和43年度富 山大学入学者選抜学力検査問題採点委員

並び に調査書審査委員 の 委嘱について
6 . そ の他

第 23 回 評 議 会 （ 3 月 1 8 日 持回 り ）
（議題）

1 . 昭和42年度卒業者の追加認定について
第 1 図 評 議 会 （ 4 月 1 日 〉

（議 題）
1 . 昭和43年度富山大学入学者選抜試験合格者の判定に つ

い て
2 . 昭和43年度富山大学経済学専攻科入学者選抜試験合格

者の判定について
3 . 事務局 に部長制 ， 学生部に次長制の設置に伴な う 「 富

山大学事務組織規則」 他2 1 件の一部改正 （案） につい て
4 . その他

第 2 回 評 議 会 （ 4 月 1 9 日 〉
（議題）

1 . 昭和43年度工学部機械工学科 の補欠追加発表について
2 . そ の他

第 3 回 評 議 会 （ 4 月 22 日 持廻 り 〉
（議題）

昭和43牛度薬学部薬学科の補欠追加発表について

人 事 異 動

現 P民4ヲ 氏 名 異 動 内 廿h与， ｜ 発令年同1 発 令 者

牧 野 秀 応 事務補佐員 （厚生課〉 に採用する 43 . 3 .  1 2  富 山大学長

畑 能 子 教務員 （±学部） に採用す る 43 . 3 .  1 6  // 

男教 育 学 部ず ｜ 中 井 点ヲ以」． 講師 （教育学部） に昇任さ せ る グ 。

岡 田 雅 子 事務補佐員 （工学部） に採用する 43 . 3 .  1 8  グ
教

（経 済 学 部
授

） 柴 田 裕 辞職を承認する 43 . 3 . 3 1  文 部 大 臣
助

（経 済
教

学 部）
授 イア // // 

教
（教 育 学 部）諭 石 戸 貞大郎 グ // 富山大学長
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.u.c. 
-r 第 1 00 ・ 1 0 1 号

文
（教

部
育 学

技
部

官
〉 野 沢 文 治 辞職を承認す る

文
（附

部
属

事
図書

務
館

官
〉 城 石 孝 昌 ィ7

� 宮 越 作次郎（会 計 課〉 グ
助

（薬 学 部
手
〉 室 郁 子 // 

（ト匙主審
飯 田 修 三 4ア

植 村 元 覚 評議員に併任す る （任期は昭和44 . 7 . 3 1 ま で）
教

〈教 育 学 部
授

〉 溝 上 茂 夫 昭和43年 3 月 3 1 日 限 り 停年に よ り 退職 し た
� 池 田 ト 、、、 。。
� 桜 井 謙之介（薬 学 部） ィク
。 大 島 文 雄（教 養 部） グ

多々 良 陽 一 助教授 （工学部） に採用する

鍬 田 邦 夫 助教授 （教養部） に採用する

新 福 緒 子 講師 （教育学部） に採用する

間 庭 充 幸 講師 （教養部） に採用する

中 川 英 世 助手 （文理学部） に採用する

岡 村 昭 治 助手 （薬学部） に採用する

中 谷 訓 幸 助手 （工学部） に採用する

畠 山 豊 正 // 

高 橋 敏 明 助手 （経営短期大学部） に採用する

斉 藤 久美子 教諭 （教育学部附属小学校〉 に採用す る

谷 川 岩 男 グ
稲 垣 実 教諭 （教育学部附属中学校〉 に採用する

金 井 一 朗 // 

生 田 信 之 イク

須 山 盛 彰 // 

菅 谷 王手 文部技官 （文理学部） に採用する

堀 幸 子 文部技官 〈薬学部） に採用す る

水 野 久美子 文部事務官 （附属図書館） に採用する

藤 野 良 雄 用務員 （薬学部） に採用する

田 中 道 子 技能補佐員 （庶務部庶務課） に採用する

水 井 恭 子 事務補佐員 （経理部主計課） に採用する

田 島 洋 子 // 〈文理学部） に採用する

高 崎 清 // （教育学部〉 に採用する

金 沢 不二夫 // � 

中 島 と き 江 ィ7 （薬学部） に 採用する

斉 藤 純 一 ィク （工学部〉 に採用する

。一
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1
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7
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。一

十

// 

イア

// 

// 

富山 大学経営短
期大学部学長

特 4 1 I 富山大学長

。

庁

// 

// 

。
文 部 大 臣

43 . 4 .  1 I グ
。 I // 

43. 

グ一

二

平一

二

十一

グ一

÷

3 .  31 I 富山大学長

グ I // 

。 ｜ グ
グ 1 グ
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グ
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。

グ
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。
4ア
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。
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大 橋 正 子 事務補佐員 （工学部） に採用 す る

山 崎 洋 子 グ 。

谷 道 栄 子 イア ij 
助

（文 理
教

学 部
授
） 横 山 泰 教授に昇任 さ せ る

グ 上 原 定 清（教 育 学 部） ij 
ij 横 山 文 雄（教 養 部） ィア
ij 白 井 芳 朗 教授 （教養部〉 に昇任さ せる（教 育 学 部）
亦 永 原 茂 教授 （薬学部） に昇任さ せ る（文 理 学 部）

（

助

東
助

文 理 学 部
手

〉 小 黒 千 足 助教授 （文理学部） に昇任 さ せ る

北大
教
学工学部

授
） 宮 下 和 雄 富山大学 （工学部） 教授に昇任さ せ る

（北
助
海道大学工学

手
部〉 杉 本 益 規 富山大学 （工学部） 助教授に昇任さ せ る

」車
助

講
（

登

文

主

理

主

学

主学
一
部

爾

手
部

〉

〉 宮 下 尚 ij 

手 塚 昌 郷 助教授 （教養部） に昇任 さ せ る
教 諭 白 川 都 子 講師 （教育学部） に昇任 さ せ る（教育学部附属中学校〕
文

（文
部
理 学

技
部

官
） 中 川 省 三 助手 （文理学部） に昇任さ せる

� 金 坂 績ij イア

庶
電 気

務
通 信

課
大

長
学 丸 山 登 富 山大学庶務部長に昇任 さ せ る

文
国

部
語 課

省 文
専門

化局
員 友 部 浩 。 学生部次長に昇任さ せる

一
－
璽助
i盆

量
喧
益教
主
還

盤
豊授L_� 一

大 木 平 吾 ィY 経理部主計課長に昇任さ せ る

中 村 一 彦 新潟大学 （人文学部） 助教授に配置換す る
ィア 塩 谷 俊 作 富山工業高等専門学校助教授に配 置換す る（薬 学 部〉

富事 務
山

局
大学

長 有 国 文 雄 徳島大学事務局長に配置換す る
ij 木 下 回 郎 東京芸術大学会計課長に配置換す る会 計 課 長

北事見務
工 業

局大学
長 佐 々 木 善 也 富山大学事務局長に配置換す る

大
大臣

蔵
官 房 省付 蓮覚寺 外茂雄 。 経理部長に配置換する

富
厚 生

山
課

大学
長 河 野 喬 富山大学庶務部庶務課長に配置換する

。， 木 村 寿 作 。 人事課長に配置換す る庶 務 課 長 ィア

岐
校
阜工

会
業高

計
等

課
専門学

長 石 井 Y居士口, // 経理部経理課長に配置換す る

E
福

庶
富

ー

務

井
塾
山
課課

大
墾
大
長補

学

喧学
佐

森 田 事ム 。 厚生課長に配置換す る

高 松 平 吉 。 庶務部庶務課課長補佐に配置換す る
ij 奥 井 三 郎 経理部主計課課長補佐に配置換す る会

文
（

計

文
部
課

理
事
課

学

長
務
補

部

佐

） 
官

d’ 

清 水 タ カ 子 ィ7 庶務部庶務課に配置換す る
ij 島 田 政 信 。 。 人事課（教 養 部） 。
ij 野 尻 津喜夫 。 庶務課（教 育 学 部） ij 。
。 前 田 邦 樹 。 人事課（文 理 学 部） ij イア

。 経理部経理課（経 済 学 部） // // 

ij 

庁

// 

// 

ij 

。一

十
一

十一

グ
十

一

十一

43.  

グ

グ I // 

ij ｜ 富山大学長

グ
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。

富山大学長
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文
（薬

部 事
学

務
部

官
） 諏 訪 利 明

// 津 林 繁 信（工学部撃事務員）
’F 林 伍 紀

文
（

（庶

文
部

理
事

務

学
務
部

課

）
官

） 渡 辺 登美枝

グ
（薬 学 部） 奥 田 雅 子

// 野 田 敏 明（庶 務 課）
グ

（教 育 学 部〉 渡 辺 国 男

。
（会 計 課） 桶 主主 ー

// 

昔一
－

支�施「皇吾『賞
設
事
2害弓

E
車ー
理

官2_ 主） 
奥 村 行 夫

酒 井 実

高 森 語
// 奥 田 真 一（文 理 学 部）
// 

（教 養 部） 森 田 美喜子
ィク

（薬 学 部） 長 沢 義 男

ィア 中 田 ふ じ え。
// 

（工 学 部） 近 岡 忠 夫
グ 大 坪 幸 子
// 

富山大学経理部主計課に配置換する
4ア // イケ 警務員長に配置換す る

// 施設課に配置換す る

富山大学厚生課に配置換す る

// 文理学部 。

。

。

。
ー ． ． 桐 ・－－－ －－－

// 

// 

富山大学教育学部に配置換す る

。

富山大学経済学部に配置換す る

。

。

グ

グ

......,, 弓ー

// 永 森 寿 子 ｜ 富山大学薬学部に配置換す る（文 理 学 部）
イケ 松 下 義 春〈附属図書館）

。
// 涌 井 芳 朗（文 理 学 部）

。
// 

（経 済 学 部） 御 福 富美子 イア

イク 小 川 君 子（教 育 学 部）
// 

// 中 塩 紀 美（会 計 課） // 

// 刈 賀 春 樹 富山大学工学部に配置換す る
ィク

グ 佐 伯 光 雄 富山大学教養部に配置換す る（庶 務 課〉
ィア 多 村 節 子（経 済 学 部）

イク

// 高 岡 博（施 設 課）
// 

申

（厚 生 課〉 山 本 昭 子 // 

イア

（庶務課庶務係長） 鏑 木 隆 二 富山大学庶務部庶務課庶務係長に配置換す る
グ

（庶務課文書係長） 若 林 良 吉 グ 。 文書係長に配置換す る
// 藤 田 信 一 学事調査係長に配置換す る

（！庶務課学事調査係長）
// 。

ィ？ 土 井 盛 治 富山大学庶務部人事課人事係長に配置換す る（庶務課人事係長）
。 泉 ニ 郎（庶務課職員係長）

// 。 職員係長に配置換す る
// 草 島 幸 雄 富山大学庶務部庶務課に配置換す る（庶 務 課〉

事
（

務
グ ） 

員 松 井 博 文 庁 イア

（
文
。

部電事
話交

務
換手

官
） I 大 場 文 子 // // 電話交換手に配置換する

- 34 -

43. 4 .  1 富山大学長
4ア 。

ケ 。

// ペ7

d’ イ7

。 λ7 

庁 布

4ア // 

4ア ィク

。 // 

4ア // 

ィア ィア

// 。

4ア // 

// ィク

。 λ7 

// // 

イア // 

// // 

イア // 

// // 

// // 

イケ 。

。 。

// A’ 

グ // 

// 々

。 // 

// 。

ィ？ 。

4ア // 

。 // 

ィ？ // 

ィP 。

。 グ

ィ？ // 



報 昭和43年 3 月 ・ 4 月

（庶
文
務

部
課電

事
話

務
交換

官
手） 森 田 タ ミ 子 富山大学庶務部庶務課電話交換手に国置換す る 43 . 4 .  1 富山大学長

// 高 安 芳 枝 。
ィク

イア ィ？

// 山 本 備 子 // 
// 

，， 。

// 清 水 寛 富山大学庶務部人事課に配置換す る（庶 務 課）
ィP // 

。 涌 井 三枝子 ィア
。

// // 

// 中 田 節 子 。
。

ィ7 。

事 務 員 八 島 百合子 // 。 。
// 

。 吉 本 徳 行 // 

（会
文

（

計
部i事

総

グ

務
務

係長

）
官〉

グ 。

田 中 昇 富山大学経理部主計課総務係長に配置換す る イ7 。

。 加 藤 昭 作 // // 司 計係長に配置換す る（会計課司 計係長）
。 。

// 森 慶 二 ィ？ 管財係長に配置換す る（会計課管財係長）
イ7 。 。

// 民 谷 順 治 。 経理部経理課出納係長に配置換す る（会計課出納係長）
，， 。

。 中 林 邦 夫 給与係長に配置換す る会計課共済担金塁塁 グ ィ7 // // 

ィP 沢 崎 成 逸 用度係長に配置換す る（会計課用度係長） ィ少 。 4ア ィア

。 村 井 事L 経理部主計課に配置換す る（会 計 課） // // // 

// 岡 田 東 彦
// 

ィP 4ア // 

。 堀 和 子
// 

ィ？ // 。

ィ？ 氷 見 嘉 康
// 

// グ 。

// 丘 山 昇
// 

ィク // // 

// 

一 一一一一一一一一一一一』邑h ー

// 
羽 根 俊 イア イク // 

警 務 員 日 南田 善 郎 富山大学経理部主計課警務員に配置換す る // 
ィア

// 

ィク 高 見 茂 義
// 

// // // 

。 伊 藤 信 一
。

。 // 。

// 佐 藤 恵 作
。

’J 。 グ
グ 大 坪 清 彦
イク

// // // 

イク 青 木 敬 治
。

イク // グ
文

（会
部 事

計
務
課

官
） 柴 田 富美枝 富山大学経理部経理課に配置換す る ィア // 

// 堀 利 私
ィア

// // // 

イク 山 本 道 弘
ィ？

。 。 // 

ィア 荒 屋 克 子
。

グ イク イク

，， 清 水 麗 子
。

// 。 // 

’F 

。
中 田 監 刺 // ィア // 
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// 。 4ア

務 員 道 覧 久 雄 ィ？
// 

＃ 。

技
（ グ

能造園手
員〉 山 村 正之助 富山大学経理部経理課造園手に配置換す る // // 

EJ
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文 官L事 務 官 ｜ 大 坪 力 蔵 ｜ 富山大学経理部経理課作業員長に配置換する I 4a. 4 .  1 I 富山大学長 lJ三企業皇室） ＿f＿一一一一｜ 一一一一一一一一一一一一 ｜ 一一一｜ ｜ 作 業 員 ｜ 笠 波 金 一 1 // // 作業員に配置換する I // I // I （ と＿）＿！一一 て＿i －－ ー一 一一一ー一一 一一一L _ I 文 部 技 官 i 永 盛 ぬ 介 ｜ グ 。 自動車運転手に配置換する ｜ 。 ｜ グ。 自動車運転宅2_1_ ｜ 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一｜一一一一一一｜技 能 員 1 � 悶 ペ f宵・ ｜ グ // // I // I ( // // ) ！＿三二一ご二二二！一 一一一一一一一一 一」一 一一 ｜一一一一

号薬 学 部ヂ ！ 三 橋 監 物 ｜ 護霊長時診る （任期は45 . 3 . 3 1 まで） I �；－ ｜ 文 部 大 臣
一一�－－－ 1 渡 辺 義 一 i 評議員に併任する （ 。 ) I ---;-1 一段J＿畳 一 ！一一一一一一一 1 － 整華麗匙金正当 一一一一 ｜一一一一一 ｜

// 
・ ｜ 飯 田 武 夫 ｜ 評議員に併任する （任期は44 .5 . 3 1 まで） ｜ 。 ！ （薬 学 部） L一一一一一一｜ ！ ！ ｜ ｜ 附属小学校長に此江-t :Q I I 

（教 育 学 時一竺竺＿＿＿＿！！＿竺－ ｜ 附属幼稚園長時位ど任期は45 . 3 . 3 1 まで） ｜ － // ｜一一二ー
グ ｜ 林 勝 次 ｜ 附属中学校長に併任する （ グ ） ｜ 。 ｜ 

（ 。 〉一一！ 一一 一一一一｜ 一 ｜ ｜ 
教 諭 ！ ：新 田 文 子 ｜ 休職にする （期聞は44 . 3 . 3 1 まで） ｜ 。 ｜ 富山大学長
（附属中学校） i ｜一 ｜ ｜ 

キ墾一塁－��－一三＿＿＿！！： 壬竺 ｜ 文部技官に任官させる 一一＿i グ I _ // 
// ｜ 浅 水 哲 也 ｜ グ ｜ グ I // （ 。 ） I [ _ I I 技 術 員 ｜ 佐 伯 信 男 ！ グ I I （施 設 課） I I I I 

号工 雪 部手 ｜ 渡 辺 秀 一 1 // J 。 ｜ グ
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（ ； ） ｜ 山 ノ 下 裕 一 l // i // I 
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学 内 諸 報

昭 和 42 年 度 卒 業 式

第1 6回富山大学卒業式並びに第 7 回富山大学経営短期大
学部卒業式は ， 3 月 1 9 日 （火） 午前 1 0時から 黒田講堂で挙
行 さ れた。

卒業生は各学部合計 653 名 ， 経営短大80名 で ， ほかに専
攻科修了生 7 名に ， 卒業 （修了〉 証書が授与され， 学長告
辞の後 ， 文部大臣祝辞 （教育学部長代読） ， 吉田富山県知
事な ど来賓祝辞があ り ， 卒業生代表堀 洋 〈文理学部） ，

判一
日一
回一

」
町一
仰
一
川一
日

ω一
山一
四一
山一
山一
則
一
川一
J

一

』

4
川

可

』イ吋一
叫
湖

一

一

一

太田修一 （経営短大〉 の両君が答辞を述べ ， 蛍の光の奏楽 l れ ， 合格者は 3 月 27 日 に発表 さ れた。
の う ちに式を閉 じた。 ｜ 経営短期大学部の志願者 ， 受験者および合格者等の数は

次の と お り 。
昭 和 42 年 度大学院学位記授与式 I I  i募棄却願 ｜ 受験 仮面合格区 分 ｜ 人員 ｜ 著数 ｜ 者数 ｜ 者数 ｜ 者数

第 4 回富山大学大学院修士学位記 授 与 式 は ， 3 月 1 8 日 ｜ ｜経営短期大学部経営科｜ ｜ ｜ ｜ ｜ I I c第 2 部） I 801 1 92 1 1 8 1 1 1 1 1 92 
（月 〉 午前1 0時から本部会議室で挙行さ れ， 薬学研究科有 1 ' 

” 

沢宗久他1 9名に横田学長から修士学位記が授与され， 学長
式辞に続いて修7生総代山崎政城 （薬学研究科） が答辞を
述べ式を閉 じた。

昭 和 43 年 度 入 学 該 験

教 養 部 長 の 改 選

大島教養部長の停年退職に伴な う 教養部長候補者を推せ
んする選挙は ， 2 月 28 日 に本部会議室で行なわれ， 教養部
渡辺義一教授が選ばれ ， 3 月 5 日 教養部運営協議会， 3 月

日
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重人
員 ! I !  部

理基士
l 文 学 科 26 1 1 7 1  6 0  

理 学 科 125 502 33 1 1 7 1  1 25 
計 1 85 934 5921 342 1 85 

轟
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養
聾

中
護

学

学
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戚

成
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校
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課
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教

教
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程
員

員貢
1 00 477 354 1 231 1 09 

教
育 50 236 1 49 87 59 
件すιー 20 52 40 1 2  22 
部

tJ、、 計 170 765 543 222 1 90 

審議 ｜ 経 済 学 科 ｜ 1 6Dj 1 ，叫 1 85 

薬 薬 学 科

出目l2 丹f4 製薬化学科
部 計

電気工学科 50 
子：�I

1 22 83 50 
工業化学科 40 1 1 5 66 40 

大学助教授， 同33年 2 月 富山大学教授， 同42年 4 月 間学教
養部教授に配置換 ， こ の間評議員 ， 補導協議会委員等に併
任。 専門は数学。 富山市出身。

部制な ら び に学生部次長制の 設置

昭和43年 4 月 1 日 から ， 事務局の組織が改正され， 事務
局に庶務部と 経理部が置かれ， 庶務部に庶務課 ， 人事課，
経理部に主計課， 経理課のそれぞれ 2 課が置かれた。 ま た
学生部に新たに次長が置かれた。

レ ク リ エ ー シ ヨ ン

学 内 囲 碁 大 会
実施月 日 3 月 2 日 （土）
実施場所 職員 ホ 』 Jレ
参加人員 30名
入 賞 者 A組 優勝 児島 毅

次勝 井波 勝二
3 位 平岩 広一

B組 優勝 奥井 三郎
次勝 目 南田善郎
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3 位 村沢 巌
富山地区共同事撲卓球大会

と き 3 月 2 日 （土）
と こ ろ 不二越体育館
参加機関 1 2機関 1 5 チ 」 ム

大会結果 優勝 営林署A
次勝 郵便局
3 位 大学B

グ 基準局

昭 和 43 年 度 入 学 式

第20回富山大学な ら びに 第 1 0回富山大学経営短期大学部
入学式は ， 4 月 1 1 日 （木） 午前 1 0時から 黒田講堂で挙行 さ
れ ， 各学部合計 953 名 （内沖縄学生 4 名 ） ， 経営短大92名
の新入学生を迎え ， 横田学長の式辞に続い て ， 新入生代表
森田次郎 （薬学部製薬化学科） ， 植野一雄 （経営短大） の
両君が答辞を述べ て 式を閉 じた。

学 長 式 辞
本 日 こ こ に ， 昭和43年度入学式を挙行 し ， 本学各学

部合計 953 名 と ， 経営短期大学部92 名 の 皆 さ んを新し
く 迎え ま し た。

本年度の入学試験の，読争率は ， 本学にあ っ て は実質
平均3 .4倍 ， 経営短期大学部は2 .3倍でほぼ昨年同様で
いずれ も き び し い難闘 を 見事突破 し て ， 首尾 よ く 入学
さ れた こ と を心か ら お祝いいた し ま す。

本 日 を も っ て ， 皆 さ ん と 大学 と は末永 く 固 く 結ばれ
た次第で ， 今後富山大学 と い う 大家族の一員 と し て ，
皆 さ んに親 し く 接 し て参 り ま す。 晴れの入門の 当初に
当 り ， 少 し く 所懐をのベ て ， 皆 さ ん の注意 を喚起 し た
い と 思い ま す。

大学の使命は ， 普か ら 言われてい る 通 り ， 一言に し
て言え ば ， 深い真理の探求に あ り ま す。 そ の た め に
は ， 他の カの介入を許さ ぬ学問研究の 自 由 に基づ く 大
学の 自 治があ り ま す。 も と よ り 法治国であ る わが国に
は ， 無制限の 自 由 はあ り 得ず ， 従 っ て ， 大学の 自 治 と
いえ ど も 治外法権ではあ り ま せんが ， 一般社会 よ り は
あ た か も 法に よ っ て守 ら れて い る如 く に ， 広 く 認め ら
れてい ま す。

大学の 自 治に は ， 学部の 自 治 も 学生諸君の学修に対
す る 自 主 自 律の精神 も 抱合さ れます。 自 治 と 言い ， 自
主 自 律 と 言い ， 決 し て一方的な も の でな く ， 相関的な
も の で強い責任が伴い ます。 即 ち ， 依頼心を避け ， あ
く ま で 自 己の責任に て ， 万事処理す る事に帰着す る も
の と 考え ま す。

かかる次第で皆 さ んに対 し ， 第一に望む と こ ろ は ，
学修に対す る進んで刈 り と る 積極的な心の構えであ り
ま す。 大学 と も なれば ， かゆ い所に手の 届 く 教育 と い

品U
f-

う も の は望め ま せん。 時間割に定め ら れた正規の授業
は も と よ り の こ と ， 課外におけ る 自 由 な皆 さ んの持ち

時聞を も 計画 的に ， 自 主的に充分活用 し て頂 き たい。
こ れが大学生 と し ての最 も 大事な学修態 度 で あ り ま
す。

前に申 し た よ う に本 日 よ り 皆 さ んは ， 富山大学 と い
う 一つの家族の一員に な ら れ ， 言いかえれば富山大学
と い う 一つの社会の人にな ら れ ま し た。

学生数3 ,000名 ， 職員数700名 よ り な る 一つの社会で
あ る 本学が ， 毎 日 を支障な く すご せ る ためには ， ーに
学内規則お よ び国の定めた規則をお互いに よ く 遵奉 し
て ， 初めて望め る こ と で ， 本 日 ， 大学人 と な ら れた皆
さ んに ， こ の点を特に留意 し て頂 き たい。 そのために
は ， なお ， 式後の学生部長の話， まずこ ， 日 をあ ら た め
て各学部長 ， 教養部長 ， 短大主事 か ら ， こ ま ご ま と 大

学の こ と につ き お話があ り ま ずか ら ， よ く 聴取 し て頂

き ， 1 日 も 早 く 完全に本学学生にな り き っ て 頂 く よ
う ， 切に望み ます。

次に大学に おけ る 一般教育について 申 し ま す。
昭和24年 ， 新制大学発足以来 ， 学制の改革に よ り ，

大学には高度の専門教育に併せて ， 一般教育が実施 さ
れる こ と にな り ま し た。

私な どの古い大学時代には ， か よ う な も の はな く 強
い て求めれば ， 大学の予備校的存在で あ っ た旧制の高
等学校の教育 内容が ， 一般教育に近い も のであ り ま し
た が ， 現在の も のは期間 も 大学 4 年の間 ， 1 年半乃至
2 年を 占め る 本格的な も の であ り ます。

かかる 一般教育の 目 的 は ， 皆 さ んが将来 ， 地域 ・ 職
域において ， 指導的立場におかれる こ と か ら 考え て ，
高度の専門の 道 と 不離一体の形において ， 円満な教義

人にな ら れる こ と が ， 大いに要請 さ れる か ら で あ り ま
す。

大学 と し ては ， こ の一般教育の完全実施のために ，
全学協力の も と に工夫努力 し てい ま すが， ま だ満足の
域に達 し ま せん。 こ れを全 う す る ためには ， 一般教育
が人間形成の道であ る こ と を ， 学生諸君がよ く わ き ま
え ， 我々 と 柑協力理解 し 合 っ て ， お互いに意気が合致
し て こ そ ， 初めて到達で き る 道 と 思い ま す。 切に皆 さ
んの理解を望み ま す。

皆 さ んの 出身地の県内 ， 県外の比率は ， ほぽ ， 6 対
4 で ， 県外か ら 多 く の方々 を迎え てい ますの で ， こ こ
に富山県一帯の特殊性に触れ ， 皆 さ んが修学の場 と し
て選ばれた 当地方が ， いかに地の利を 占め て い る か
を， 簡単に 申 し のべたい と 思い ま す。

富山 は ， 北 ア ノレ プ ス 立山連峰に端を発す る 百川 の流
れを も ち ， 古 く か ら 水 と の 斗いに て ， 堅忍持久性が養
われ， 7.kを利 し て の農耕を起し富山湾特有の海産物に
よ り 繁栄 し ， 300 年の伝統を も っ薬の生産， 配置に よ
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教 官 の 外 国 出 張り ， い よ い よ ， い ん し ん を 極め ま した。
近代工業 と し て ， 豊富な水資源に よ り ， 我が国最大

の発電王国 と な り ， こ れが基殺 と な っ て我が国一流工
業が集 ま っ て い ま す。

こ れ ら の古代か ら近代 に至る 産業面のみな ら ず ， 文
化美術方面に も古い優れた越中文化を持ち， 特に宗教
心の強い土地柄 で 浄土真宗は， その最た る も の で あ り
ま す 。

以上 に起因す る越中人の独立不訴の 根性， それ に風
流文化は， 決 し て見逃す こ と がで き ま せん。

富山留 学中， 是非時聞 を利用 し ， 諸般の風 物 ， 施設
に接 し ， 大い に教義を高め る と と ので き る絶好の場所
と 時期 を ， 無駄 にさ れない よ う に望み ま す 。

最後 に健康の こ と につ い て ‘お考え願いたい。
入学試験 と い う 非常 な 緊張か ら 開放 さ れ， 今や桜 と

と も に我が世の春の気持をかみ し め て お ら れ る こ と と
思 い ま す 。

こ れか ら 御父兄が一番心配 さ れ る こ と は ， 学校の成
績の こ と の前 に病気の こ と と 思い ま す 。 学校 には皆さ

ん の保険組合があ り ， 健康相談の 先 生 も ， 日 を決 め て
見え て い ま す 。

何事 にも ， 無理がき く 反面， 大い にも ろ さ も あ る 年
頃で す か ら ， く れ ぐ れ も 若 さ を過信す る こ と な く ， 自
律 生 活 に徹 し ， 不幸を是非 と も 未然 に防 ぐ よ う つ と め
て下さ い。

以上， 学修態度， 規律の遵霊長， 修主主及び健康の 4 点
にふ れま し たが， いずれ も 皆 さ んが本学を選び， 入学
さ れた今 日 の 日 の 目 的が遺憾な く 4 年後， あ る いは 3
年後 にて達せ られるための固い誓い合いで あ り ま す 。

く れ ぐ れ も 御 自 愛御精進を祈 り ま す 。
1968年 4 月 11 日

富山大学長 横田嘉右衛門

昭 和 43 年 度 大 学 院 入 学 式
富山大学大学院第6 回薬学 研 究科入学式な ら び に第 2 回

工学 研 究科入学式は， 4 月 1 3 日 （土〉 午前 1 0時から本部 会
h 議室で 挙行さ れ， 薬学 研 究科1 5名 ， 工学 研 究科1 7名 ， 計32

名 の 新入学 生 を迎え ， 横田学長 の 式辞のの ち ， 新入学 生 代
表市沢詔子 （薬学 研 究科） が答辞を述べ て 式を閉 じた。

教 育 学 部 附属 中学校々 舎竣工式
昨年8 月 か ら 新営工事 中の教育 学部附属 中学校 々 舎は，

鉄筋 4 階建， 1 部平家建， 建面積計1 , 1 06 平方米， 延面積
計 3 , 899 平方米が 3 月 末完成 し た。

竣工式は 4 月 27 日 （土） 午前 1 0時3 0分か ら附属中学校体
育館 にお い て ， 富山県知事 （代理） ほか県市教育関係者，
P T  A関係者等の来賓， 横田学長ほか本学関係者多数が出
席 し て盛大 に行なわれた。

；本年 3 ・ 4 月 にお け る 教官の外国出張者は次の と お り で
あ る。

（所属官敬氏 白 ， 出張期間， 出張 先国， 出張 目 的のII原）

工学部教授 四谷 平治 43. 3 . 1 4～43. 3 . 28 
ア メ リ カ 合衆国， 米国電気 ・ 電子学 会に出席お よ び電気

材料， 計測通信機部門 研 究。
薬学部助教授 塚田 欣司 43 . 4 . 8～43.1 0 . 31
ア メ リ カ 合衆国， 動 物 におけ る 蛋 白合成機構の 研 究な ら

び に大学院学 生 の 研 究指導お よ び講義。

職 員 消 息

く新 任 者〉
庶務部庶務課

技能補佐員 田 中 道子
経理部主計課

事務補佐員 水井 恭子
厚 生 課

事務補佐員 牧野 秀J,C，�
文 理 学 部

助 手 中川 英世
文 部 技 官 菅谷 主手
事務楠佐員 田島 洋子

教 育 学 部
山寺 師 新福 緒子
教 諭 斉藤久美子

。 谷川 岩男
,,,, 稲垣 笑
，，，’ 金井 一朗
イク 生田 信之
。 須山 盛彰

事務十ill佐員 高崎 清
,,,, 金沢不 二夫

薬 同よ王ら一 部
助 手 間村 昭治
文 部 技 官 堀 幸子

用 務 員 藤野 良雄
事務補佐員 中島 と き 江

工 学 部
教 務 員 畑 能子
事務補佐員 間田 雄子
助 教 授 多 々 良 陽一

助 手 中谷 訓幸
ィク 畠 山 豊正

事務補佐員 斉藤 純一
,,,, 大橋 正子
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事務補佐員 山崎 洋子 会
// 谷道 栄子 5 日 教養部運営協議会

教 養 部 6 日 協議会 （第 9 回） ， 評議会 （第2 1 田〉
助 教 授 鍬田 邦夫 1 2 日 大学院委員会 ， 入学者選抜方法研究委員会
講 師 間庭 充幸 1 5 日 教養部運営協議会 ， 評議 会 （第22回）

附 属 図 書 館 1 6 日 補導協議会
文部事務官 水野久美子 1 8 日 大学院薬学研究科第 4 回学位記授与式

経営短期大学部 1 9 日 卒業式
助 手 高橋 敏明 23～25 日 入学試験

く改 姓〉 29 日 公務員宿舎委員会
経済学部 4 月 1 日 評議会 （第 1 回）

文部事務官 高畠 幸子 （旧姓 ・ 大坪） 2 日 入学試験合格者発表
く住所変更＞ 3 日 後援会役員会 ， 入寮選考委員会

文理学部 6 日 補導協議会
助 教 授 間野 潜龍 8 日 教育専攻科入学式

1 1 日 入学式 ， 後援会総会
教育学部 1 3 日 大学院入学式

講 師 高森 邦明 1 9 日 評議会 （第 2 回）
20 日 学寮補導委員会

文部事務官 野 口 隆 26 日 入寮選考委員会
経済学部 27 日 教育学部附属 中学校々 舎竣工式

文部事務官 高畠 幸子 ィク 授業料減免委員会 ， 補導協議会， 育英女の会総
薬 学 部 会

助 手 間村 昭治 ｜ 文 理 学 部 ｜教 務 員 浅水 哲也
工 学 部 3 月 1 日 選考委員会 （理学科）

教 務 員 酒井 俊 8 日 選考委員会 （文学科）
1 1 日 教授会 ， 人事教授会

文 部 技 官 酒井 ア イ 1 9 日 学部卒業祝賀会
助 手 坂井 徹 23 ・ 24 日 入学試験

。 能登谷久公 4 月 1 日 教授会 ， 人事教授会

助 教 授 多々 静夫 1 2 日 学部 オ リ エ ン テ ー ジ ョ ン

教 養 部 1 5 日 新学期授業開始

事 務 員 高尾 責 1 7 日 教授会

附属図書館 24 日 学部図書委員会
文部事務官 永田 佐一 ｜ 教 育 学 部 ｜

く町名変更〉 3 月 6 日 職業補導委員会
工 学 部 7 日 教育実習委員会

助 手 松木 賢司 8 日 特別教職課程委員会
文部事務官 田 中 崇子 1 1 日 教育専攻科入学試験
技 術 員 池永 都 1 2 日 人事教授会

グ 尾山 吉昭 1 4 日 教授会 ， 教務補導合同委員会
技 能 員 茶山 寛人 1 5 日 附属小学校卒業式

主 要 日 誌
1 6 日 附属中学校卒業式
1 8 日 附属幼稚園修了 式

｜ 本 部 ｜I 23～25 日 入学試験
3 月 1 日 入学試験管理委員会 ， 入学者選抜方法研究委員 4 月 1 日 教務 ・ 補導合 同 委員会， 教授会
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4 B 附属小学校入学式
8 日 教育専攻科入学式
9 日 附属中学校入学式
1 2 日 附属幼稚園入学式
1 7 日 教務 ・ 補導合同委員会 ， 学部補導委員会

(/ 学部図書委員会
1 8 日 教授会
22 日 予算委員会
23 日 人事教授会
24 日 教授会 ， 学部補導委員会 ， 職業補導委員会
27 日 附属中学校々 舎竣工式

｜竺竺竺竺｜
3 月 1 日 第25回教授会 ， 第 5 回補導委員会

。 人事教授会 ， 第33回職業補導委員会
1 1 日 第26回教授会 ， 第 1 4回教務委員会
1 8 日 第27回教授会 ， 人事教授会
23 ・ 24 日 入学試験
24 日 第28回教授会
27 日 経済学専攻科入学試験

4 月 1 日 第 1 回教授会 ， 教務委員会
2 日 教務委員会
1 1 日 第 2 回教授会 ， 教務委員会
1 2 日 新入学生 オ リ エ ン テ 」 ジ ョ ン

I/ 第 1 回職業補導 委員会
1 5 日 新学期授業開始
1 8 日 第 3 回教授会 ， 教務委員会
22 日 長期人事計画委員会 ， 教務委員会

I/ 親睦会幹事会
25 日 第 4 回教授会 ， 教務委員会 ， 定期健康診断
27 日 学部図書委員会
30 日 第 2 回職業補導委員会

｜ 策 学 部 ｜
3 月 5 日 桜井教授最終講義並びに午餐会

8 日 人事教授会
1 1 日 教授会 ， 研究科委員会
1 9 日 薬窓会総会 ， 卒業祝賀会
23 ・ 24 日 入学試験
29 日 選考委員会

4 月 1 日 教授会
1 0 日 教授会
1 2 日 新入学生オ リ エ ン テ ー シ ョ ン

1 5 日 新学期授業開始
1 7 日 教授会
1 8 日 大学院新入生 オ リ エ ン テ 』 シ ョ ン

1 9 日 教授会
24 日 教授会
25 日 教務委員会

26 日 講座主任会議
27 日 予算 委員会巨＝主空三1

昭和43年 3 月 ・ 4 月

3 月 5 日 一般教授会
6 日 学部補導委員会
7 ・ 8 日 大学院工学研究科 （修士課程） 入学試験
1 1 日 大学院工学研究科委員会 ， 専任教授会
1 4 日 一般教授会 ， 専任教授会
1 8 日 一般教授会 ， 専任教授会
23 ・ 24 日 入学試験

4 月 1 日 教授会
1 0 日 一般教授会
12 日 新入学生 オ リ エ ン テ 』 シ ョ ン 及び健康診断
1 5 日 新学期授業開始
26 日 専任教授会 ， 大学院工学研究科委員会

｜－苧 護 部 ｜
3 月 4 日 人事教授会

8 日 人事教授会 ， 教授会 （第27回〉
4 月 1 0 日 人事教授会 ， 教授会 （第 1 回〉

1 5 日 教養部 オ リ エ ン テ 』 ジ ョ ン

。 一般教育担当部長会議 （於 国立教育会館〉
1 6 日 新学期授業開始
24 日 教授会 （第 2 回）

｜ 附 属 図 書 館 ｜
3 月 5 日 事務打合会 （本館内）

6 日 向 上 （第 9 回〉
9 日 図書館ゼ ミ ナ 』 開講 （第 1 回）
1 2 日 図書館商議会 （第 5 回）
1 4 日 事務打合会 （本館内）
28 日 向 上 （第 1 0回）

4 月 3 日 向 上 （本館内）
1 3 日 図書館利用 オ リ エ ン テ 』 ジ ョ ン
1 5 日 時間外開館開始
24 日 42年度増加図書 目 録刊行
25 日 事務打合会 （本館内）
26 日 向 上 （ 。 ）
27 日 向 上 （ I/ ) 
30 日 向 上 （ I/ ) 

恒堅竺竺空｜
3 月 2 日 入学志願者健康診断書審査

6 日 入学試験問題作成委員会
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。 入学志願者調査書審査
7 日 教授会
1 1 日 卒業認定発表
1 6 日 入学試験
1 9 日 卒業式



昭和43年 3 月 ・ 4 月

25 日 編入学者試験

27 日 教授会 ， 入学試験合格者発表

4 月 1 1 日 入学式

1 2 日 教授会 ， 入学者歓迎会

1 5 日 学生定期健康診断

........ ・r

1 6 日 学生 レ ン ト ゲ ン 検査 ， 体育実技 オ Ii エ ン テ ー シ

ョ ン

25 日 職員定期健康診断

26 日 授業料減免委員会

30 日 短大後援会事務監査
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